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第１章　高度経済成長下の熊本大学

　第１節　大学像の変容と教育・研究施設の充実

１　高度経済成長と熊本大学
（１）高度経済成長下の高等教育政策
　日本経済の発展に伴い、１９５０年代半ば頃から社会の様相も変化していった。１９５６（昭和
３１）年の経済白書には「経済成長」という言葉が「もはや戦後ではない」というフレーズ
とともに登場するなど、時代の移り変わりを感じさせた。
　１９５０年代には高等教育に対し、経済界からの要望が相次いで寄せられた１。１９５２（昭和
２７）年１０月の日本経済団体連合会提言「新教育制度再検討に関する要望書」や１９５４（昭和２９）
年１２月の同提言「当面の教育制度改善に関する要望」では、従来の大学に教養教育機能が
機械的に加わったことによる「専門教育の不足」や「専門教育と一般教育の配分の問題」、
教養教育学科と専門学科との間の一貫性の欠如など、運営上の無理を指摘し、それによる
学力低下を懸念していた２。１９５６（昭和３１）年１１月には「新時代の要請に対する技術教育に
関する意見」が出され、専門的な知識・技術、とりわけ理工系の専門強化が提言された。
具体的には、①２年制の短期大学と高校を結びつけた５年制の専門大学の設置と積極的拡
充、②法文系の計画的圧縮と理工系への転換、③理工系大学院の強化と専門科学技術者・
上級技術者の育成、④修士課程における「産業界の依託学生」の受け入れ、⑤理工系大学
と産業界との連携・交流といったものであった３。
　こうした経済界からの要望に応えるがごとく、中央教育審議会においても高等教育政策
の検討がなされた。１９５４（昭和２９）年の中央教育審議会第６回答申「大学入学者選考および
これに関連する事項についての検討」には、旧制実業専門学校のうち新制大学の１学部と
なったものについては、従来どおりのその特色を発揮し産業界の要望に応じるよう考慮す
べきとの文言が織り込まれた。１９５７（昭和３２）年１１月には「科学技術教育の振興方策につ
いて」の答申が行われ、以下のような要点が挙げられた４。
　①科学技術者養成のための年次計画を立て、理工系学部学科の拡充と定員増を図る。
　②大学院、特に修士課程を技術者養成中心に拡充し、現職技術者の再教育の途を開く。
　③大学付置研究所の整備・充実を図る。
　④短期大学と高等学校を併せた「五年制又は六年制の技術専門の学校」を早急に設ける。
　⑤国立大学及び付置研究所の教職員の充実と質の向上を図る。
　⑥国立大学及び付置研究所の施設・設備の充実・更新を図る。
　⑦公私立大学についても定員増、施設整備の充実などについて積極的に助成する。
　そして同年１２月に岸信介内閣のもとで「５年後における望ましい日本経済の姿を描き、
それに到達するために果たさねばならない政府・企業・国民の努力に目標と手掛かりを提
供するもの」として打ち出された新長期経済計画において、前述の中央教育審議会答申に
も見られる技術革新と生産の拡大に対応する科学技術者の計画的養成が盛り込まれた。こ
れらに関連し、理工系学生８，０００人の増募が計画・実施され、１９６０（昭和３５）年度までにほ
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ぼ達成された５。
　更に１９６０（昭和３５）年１０月、池田勇人内閣のもとで「国民所得倍増計画」が打ち出された。
そして、その計画の実行のための方策の１つとして「人的能力の向上と科学技術の振興」
が挙げられ、これまでややもすれば経済問題とは切り離して考えられてきた教育・訓練・
研究などの人間能力の開発問題を、経済成長との関連において積極的に取り上げる必要が
生じていることが指摘された６。同計画では、科学技術振興に伴う科学技術者の不足が倍
増計画期間内において１７万人程度見込まれることから、大学の学部・学科の構成の再検
討、理工学系施設の拡充とその効率的利用を促進しつつ、理工学系の定員増加について早
急に具体的な計画を策定すること等が望まれた。また、こうした学生の増加に対応して教
員の増員が見込まれることから、大学院における教員の養成を図るとともに、この確保に
あたっては産業界との人的交流を図るなど産学協同が特に重視されるとされた７。そのた
め文部省は１９６１（昭和３６）年度を開始年度とする理工系学生１万６，０００人の増募計画を立
て、７年計画で達成することとしたが、更に早急な増員を図るために計画に修正を加え、
第１期増募計画として１９６１年度から１９６４（昭和３９）年度までの４年間で２万人の増募を行
うこととした８。この計画は更に１年短縮されて３年で完遂された。また、戦後の急激な
出生増、いわゆる第１次ベビーブームの影響により、１９６８（昭和４３）年度には大学志願者数
のピークを迎えることが予測されたため、対策の一環として、特に理工系を重点に学生の
増募や学部・学科の新設等が毎年実施されていた。また、これと並行して、１９６１（昭和３６）
年３月に科学技術庁長官から文部大臣あてに出された勧告では、国立大学の拡充には限界
がある一方で、規模の拡大を狙っている私立大学の認可が滞っているとして、私立大学の
理工系学生の増募が求められていた。このため文部省は同年７月に大学設置認可基準の緩
和措置を発表し、結果的には理工系のみならず文科系についても量的拡大の途が開かれる
こととなった９。
　１９６３（昭和３８）年には中央教育審議会答申「大学教育の改善について」が出され、高等教
育のあり方に再検討が加えられた１０。高等教育機関の種別、大学院のあり方、修士課程の
あり方、短期大学のあり方、附置研究所のあり方、高等教育機関の配置などさまざまな面
から検証がなされ、学部の再編成や理工系、特に大学院修士課程の設置などが進んだ。
　前述のとおり、この時期には新制大学院制度の整備も進んだが、大学院については大学
設置審議会が採択した「大学院基準」が適用され、１９５０（昭和２５）年度に私立の４大学に新
制大学院の設置が認められたのを皮切りとして、新制大学の学年進行に伴い１９５３（昭和２８）
年度には国公立大学においても大学院の設置が始まった。また、１９５３年４月には学位規則
が公布された。「大学院基準」によると、修士課程は「学部における基礎の上に、広い視
野に立って専攻分野を研究し、精深な学識と研究能力を養うこと」を、博士課程は「独創
的な研究によって従来の学術水準に新しい知見を加え」ることを目的としており、いわば
研究者養成的側面が強いもので、学部に対する大学院の独立性は主張されていなかった。
その後、１９５５（昭和３０）年には大学院基準の改正が行われ、修士課程では職業教育もでき
るようにとの実学分野の要望に沿った形で「専攻分野」が「専門分野」に改められ、その
目的が「学識と研究能力を養うこと」から「理論と応用の研究能力を養うこと」に改めら
れた。これに伴い学位制度も大きく改められ、新学位は文部大臣の許可を必要とせず各大
学が授与するものとし、また、博士のほかに修士の学位が設けられた。修士及び博士の学



213第３編　熊本大学の成長

位には、いわゆる課程修士・博士と、博士のみのいわゆる論文博士の２つの学位授与方法
が設けられた。
　こうした国立大学の新制大学院について、文部省は、研究水準を維持するためとして旧
制大学の系譜を持つ大学又は学部の上に置くことを原則とするなど、かなり制限的な方針
をとってきた。しかし、１９６３（昭和３８）年１月の中央教育審議会答申に基づき、修士課程
については、従来の研究者養成の目的のほかに社会的要請の高まりつつある高度の専門的
な職業人の育成という目的を加味するため、教員組織や施設・設備等が特に充実している
いわゆる新制の学部の基礎の上にも設置を認めることとした。
（２）学部の充実
　以上のような大学を取り巻く状況の変化を受け、本学においても教育研究組織の新設・
充実に向けた取り組みが行われた。
　既に開学まもない頃から、学内では教育学部のあり方を中心とした議論が展開されてい
た１１。これは、先に第２編で見てきた大学設置審議会の第九特別委員会勧告とは異なるも
ので、同勧告が新制大学の分散したキャンパスの統合整備を中心とするものであったのに
対し、学内での議論は、１９５１（昭和２６）年初頭に全国国立大学長・文理学部教育学部長会
議において取り上げられた学科組織整備の方針に基づくものであった。その方針の趣旨
は、文理学部を持つ大学の教育学部は、教職専門教科と美術等の技能系教科のみを担当
し、他の専門教科は文理学部が担当するというものであった。本学では１９５１年３月２９日の
協議委員会において、学長から会議の経過報告が述べられた後、法文学部・理学部・教育
学部から各２名と医学部・薬学部・工学部から各１名の代表者が選出され、文理学部・教
育学部のあり方や学科組織の検討を行うための組織委員会の設置が決定された。またこれ
とは別に、法文・教育・理の３学部による関連学科の具体的な話し合いももたれた。
　１９５２（昭和２７）年６月の教育学部教授会において、学科統合問題と施設移転統合問題に
ついて、現学部体制をもって独立した学部として存続させ、学科統合と移転問題は切り離
して考えていくとの教育学部の基本的態度が決定した。１９５３（昭和２８）年４月２３日の協議
委員会では、大学全体としての学科統合方針が打ち出され、
　①教育学部固有の学科組織を強化し、純粋な専門科目は関係学部の援助を求める。
　②これについては組織委員会等で検討し、一定の線を出し統合を推進する。
　③現在の人員は出血することのないようその組織に持ってゆく１２。
の３点を原則として確認した。しかし、この件については同年６月の熊本大水害によって
一旦立ち消えとなり、学内は水害復旧に向けて専念することとなった。加えて、第２編で
述べたように同年８月１日に熊本大学評議会が発足したことにより、学科統合問題やキャ
ンパス統合問題はこの評議会の下部に置かれた組織委員会や施設委員会に委ねられること
となった。
　次に学科統合問題が大きく取り上げられたのは、１９５４（昭和２９）年５月１３日の第２０回評
議会であった。同評議会において、教育学部は固有の学科を強化すること及び他の専門学
科は法文・理学部の援助にまつことの２点に沿って統合整備を促進していくことが決定さ
れ、学科統合問題は組織委員会において検討が進められた。組織委員会では関係学科別に
数学・理科・社会・外国語・国語からそれぞれ代表者が選出され、更にそれぞれ関係教官
間での合議を経て学科組織整備に関する具体案がまとめられていった。委員会の第１回答
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申は１９５７（昭和３２）年７月２５日に評議会に提出された。各報告書は１９５６（昭和３１）年から翌
年にかけてまとめられたものであり、これを基に評議会での検討が進められ、１９５７年１１月
１９日の評議会において、学科組織統合の原案作成を組織委員会に付託することが決まっ
た。こうして組織委員会による原案の作成が進められ、翌１９５８（昭和３３）年１０月３０日の委
員会で方針案がまとめられ、同年１２月２日には評議会に対し「学科組織整備統合に関する
原案作成について（答申）」が提出された。答申の内容は以下のようなものであった。

国語
教育学部における教材研究、教科教育および小学国語を除いて、ほとんど全部の講義を、
法文学部と教育学部とが、相互に開放しあうことができる。

社会
（１）法経関係
　講義の全部を、法文学部と教育学部とが相互に開放しあうことができる。

（２）倫・哲関係
　教育学部の小学社会を除く全講義を、法文、教育両学部相互に開放しあうことができる。

（３）史学関係
（A）教育学部で開講の人文地理科の二科目（人文地理・地誌学）を、法文学部に開放す

ることができる。
（B）国史科、東洋史科および西洋史科は、教育学部の教科教育、教材研究および小学社

会を除き、法文、教育学部相互に全講義を開放しあうことができる。
（C）法文学部で開講の史学概論を、教育学部に開放することができる。

数学
（１）教育学部で開講の測量（２単位）を、理学部に開放することができる。
（２）理学部で開講の幾何学序論および演習（６単位）を、教育学部に開放することができる。

理科
（１）物理学科
　理学部で開講の気象学および宇宙線（４単位）を、教育学部に開放することができる。

（２）化学科
教育学部で開講の有機および無機化学（各２単位）を理学部に、理学部で開講の物理化
学（４単位）を教育学部に、開放することができる。

（３）生物学科
教育学部で開講の生物学植物（２単位）、生物学動物（２単位）および生物地理学（１単位）
を理学部に、理学部で開講の植物生態学（２単位）および人体生理学（２単位）を教育学
部に、開放することができる。

（４）地学科
教育学部担当教官不在のため、現在未決定である。

外国語
（１）両学部で開講する特殊講義および講読は、相互に開放しあうことができる。
（２）英語学概論、英文学史等は、法文学部と教育学部に同じ題目の講義があるが、各々特

徴があるので、この点を承知して、受講する場合には、相互に開放しあうことができる。
共通事項

設備、学科の性質等の関係から、人員を制限することがありうる。　
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（註）
（１）開放とは、講義等に対し聴講を許し、規定の成績をあげ得た学生に対し、単位を与え

ることを意味する。
（２）理科のうち、地学科については、教育学部の担当教官が帰任のうえ、理学部担当教官

と協議して、適切なる処置が講ぜられるように期待する。
要望事項

昭和３２年７月２５日付で当時の組織委員会が、昭和３２年９月２６日第７４回評議会に提出された
資料と、本答申の基礎となつた資料とを比較すれば、関係各学部および各教官の学科組織
統合に対する理解協力が、一層と前進強化されていることが認められ、まことに喜ばしい
次第である。
今回の答申は、本学学科組織整備統合を一日でも早く緒につけ、少しでも、前進実施する
ための一応の結論である。ねがわくば、各学部教官ならびに教務係の好意協力により、昭
和３４年４月から実施されることを要望するものである。
しかし、学科組織の真の意味における整備統合は、この答申では甚だ不十分であるから、
将来にまたねばならない問題である。今後さらに、各位の相互協調により、諸制約を解消
して、できるだけ広く共通の広場を見出すために、一層の努力を重ね、もつて大学をあげ
て強調、融和し、所期の目的に一日でも早く到達することを切望するものである。１３

　１９５８（昭和３３）年１２月１１日の第８８回評議会において、組織委員会が検討してきた学科組
織整備統合案が提出され、翌１９５９（昭和３４）年４月から実施する旨が報告された。
　また、１９５６（昭和３１）年１０月２２日には大学基準協会決定の「大学基準」に代わるものとし
て「大学設置基準」が文部省令として公布されており、一般教育科目の中に基礎教育科目
が導入され、講座制・学科目制及び課程が明確に区別されるなど、新制大学の構成が法制
化された１４。本学では１９５６年１１月８日の第６回評議会において報告が行われている。その
後この大学設置基準は、１９７１（昭和４６）年７月に理工系の拡張及び私立大学の増設を目的
とし緩和されることが決まった。大学及び学部の設置認可に際して従来付していた学科増
設・定員変更に関する条件を解除して事前の届け出制とするとともに、校舎・校地面積基
準の弾力化、教員採用条件の弾力化、新設についての年次計画の採用などを骨子とするも
のであった。
　こうした学科組織の整備統合案が検討される一方で、前述したように国策として理工系
重点化を行っていくとの方針が打ち出されたことにより、理工系学部を中心とした学部学
科の充実が新たに進められることとなった。本学においては１９５７（昭和３２）年６月２７日の
第７３回評議会での国立大学長会議の報告の中で、同会議での以下のような文部大臣挨拶が
紹介された。

先ず、科学技術および科学技術教育の振興についてであります。わが国の産業経済の充実発
展を期し、国民生活の安定をはかるためには、その基盤を科学技術の成果に求めなければな
らないのでありますが、科学技術振興の成否は一にその研究と教育の如何にかかつていると
思います。従来においてもこの観点に基き各種の施策を行つて参つたのでありますが、特に
最近の科学技術の諸分野における著しい進歩と産業技術の革新に対応するためには、現状を
もつて充分とは認め難い状態にありますので、早急にその画期的振興を図る必要があると考
えるのであります。しかして、このことは今や産業界その他社会各方面からの強い要請とな
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つて参つており、先般の第二十六国会においてもこの問題がとりあげられ、衆議員の全員一
致の決議によつて政府の強力な措置が要望されたような状況であります。
文部省におきましても、すでにこの問題の検討に着手いたしており、小学校、中学校、高等
学校および大学の教育を通じて、科学教育の見地からその教育内容の改善を図るとともに、
技術者の養成計画の樹立、大学における関係の学部学科ならびに研究所等の拡充整備、学生
生徒の定員の調整、教員組織の充実、研究費、学生経費等の増額、施設設備の充実などの諸
般の改善措置を講ずる必要があると考えているのでありますが、事柄の重大性にかんがみ、
先般中央教育審議会に対して振興方策について諮問いたし、同審議会において鋭意研究を
願っている次第であります。
次に申し上げたいことは、教員養成に関する問題であります。
戦後の学制改革に伴

（ マ マ ）

健、従前の師範教育制度を廃止し、教職員もまた一般大学教育の枠内に
おいて養成する建前をとつたことはご承知のとおりであります。しかるに今日このような方
法による教員養成については検討を擁する種々の問題が生じております。
その第一点は、最近において教員の需要と供給の関係が著しく不均衡となり、これに伴い国
立教員養成大学、学部の卒業生の就職がはなはだしく困難となつて来たことであります。
養成大学、学部卒業者の就職状況は、昨年度は従前に比しかなり不振であり、さらに本年度
の卒業生の四月一日現在における実績は関係大学当局の御尽力にもかかわらず、約五〇％程
度にすぎないのであります。このような事態は今後当分つづくものと予想されますので、こ
れに対応しこの間の需給を調整する目的をもつて三十二年度の入学定員については二年課程
約四，〇〇〇名を減じ、これに伴つて若干の教官定員減を行つたのであります。
問題点の第二は、教員の質の問題でありまして、最近教員の学力、指導力の低下および教員
としての心構え等について云々されていることであります。現在の教員構成は、旧制師範学
校等旧制学校出身者ならびに新学制発足当初の教員不足を補充する意味で採用された無資格
教員および二年課程の出身者が大部分を占めておるのであり、従つてこのような批判は必ず
しも新学制による大学卒業者のみに対するものとは考えられない点もありますが、養成大
学、学部の教育内容についても、その学力向上、人格の陶冶等の見地から検討を要する点が
多々あろうかと思うのであります。
文部省においては、以上の点にかんがみ教員免許制度を含めて教員養成制度全般に関し、こ
の度中央教育審議会にその改善方策につき諮問し研究を進めることといたしたのでありま
す。このような養成制度の改善充実を図るためには、教員養成大学、学部のみならず大学制
度全般に関連せしめて検討しなければならない点もあると思うのでありまして、各位の御協
力をお願いする次第であります。…（以下略）１５

　こうした文部省の方針や前述の学科統合問題を踏まえ本学の学部・学科あるいは講座の
変化を見てみると、まず、１９５７（昭和３２）年から学部の講座・学科目が増加し始めたこと
がわかる。この年、工学部の電気工学科内に電力工学課程と電子工学課程の２課程が設置
された。また、同年９月１７日の部局長会議では、「学生定員の増加について」と題して
１９５８（昭和３３）年度から理学部・工学部で２５名の学生定員増の決定通知があった旨が報告
された。更に、翌年２月２７日の第７９回評議会において、事務局長からの行政報告として、
理科学振興による学生定員の増加と未確定ではあるものの法文学部の学生定員減少が伝え
られた。こうした政策に伴う学生定員の調整により、１９５８年度は、法文学部の定員が開学
以来初めて減少して１８５名（１５名減）となり、理学部は１０名増の８０名、工学部は２５名増の
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２２５名となった。なお、教育学部には新制大学発足当初の緊急の教員需給に対応するため
の２年課程が置かれていたが、この課程は１９５８年度をもって廃止することとなった。その
ため１９５６（昭和３１）年度には２７０名であった２年課程の定員は、１９５７（昭和３２）年度に１００名、
１９５８（昭和３３）年度に６０名に減員され、１９５９（昭和３４）年度には募集が停止されてその幕が閉
じられた１6。
　１９５９（昭和３４）年には採鉱冶金学科が鉱山工学科と金属工学科の２学科に分かれ、従来
の６講座が鉱山工学科４講座と金属工学科４講座となり講座数も増え、学生定員も前年の
２２５名から２６５名に増加した。１９６１（昭和３６）年には工学部に４講座を擁する生産機械工学
科が新設、１９６２（昭和３７）年には理学部の物理学科と化学科の学科目がそれぞれ１学科目
ずつ増え、１９６３（昭和３８）年には工学部電子工学科が増設されるなど、理工系学部の拡充
がますます進んだ。また、同年には教育学部において４年課程の名称が廃止され、小学校
教員養成課程・中学校教員養成課程・養護学校教員養成課程が設置された。翌１９６４（昭和
３９）年には教養部の新設に伴い法文学部の講座が改組され、法学科において２講座が増設
された。更に同年には医学部に解剖学第三講座が追加された。
　１９６５（昭和４０）年には工学部鉱山工学科が資源開発工学科と改められ、合成化学科が設
置された。１９６６（昭和４１）年には教育学部に特別教科（看護）教員養成課程が新設され、教
育学部は４課程となった。そのほか理学部生物学科が１講座増設となり、薬学部薬剤学科
では講座名改称、工学部合成化学科と工業化学科でも講座が増設された。翌１９６７（昭和４２）
年は医学部で内科学第三講座が追加、工学部合成化学科で１講座が増設されるとともに、
共通講座に工業数学第一講座が設置された。１９６８（昭和４３）年には法文学部法学科に民法
第二講座が増設され、工学部合成化学科に無機化学講座が追加された。１９６９（昭和４４）年
には理学部で地学科に鉱床学が設けられ、生物学科植物学が改組されて植物分類・形態学
と植物生態・生化学の２講座が設置された。また、医学部では脳神経外科学講座が、薬学
部では放射薬品学講座がそれぞれ増設された。
（３）専攻科・大学院の設置
　大学院の設置については、前述のとおり大学基準協会が作成した「大学院基準」を大学
設置審議会が採択し、１９５０（昭和２５）年度に私立の４大学に新制大学院の設置が認められ
たのを皮切りに、新制大学の学年進行に伴い１９５３（昭和２８）年度には国公立大学にも大学
院が設けられた１７。ただし、先にも述べたように、国立大学の新制大学院について文部省
は、研究水準維持のためとして旧制大学の系譜を持つ大学又は学部の上に置くことを原則
とするなど、かなり制限的な方針をとっていた。
　本学においては、１９４９（昭和２４）年７月２９日の学部長会議で既に「学長会議報告」の一環
として「大学院の問題等」が取り上げられ、１９５１（昭和２６）年６月２８日の協議委員会懇談に
おいても大学院設置について努力する旨が述べられた。しかし、大学院の設置について文
部省は上記のような方針をとっており、厳しい状況が続いた。学部の動きとしては、１９５１
年７月１０日の薬学部の臨時教授会において国立大学薬学部長会議経過報告がなされている
が、ここにおいても大学院設置については「実現困難なり」と述べられている１8。
　薬学部では、翌１９５２（昭和２７）年度から大学院設置準備が本格化していった。７月１４日
の教官会議では、大学院は２コースとし修士・博士課程を置くこと、詳細は各教室の責任
において協議制定することが決まり、８月１３日の教室主任会議において大学院設置につい
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ての原案が承認された。しかし９月１７日の教授会において、薬学の大学院は東京大学・京
都大学・九州大学に設置予定ということが京都大学からの情報により判明したことから、
本学では修士課程のみでも設置してもらうように努力することとなった。その後、全国薬
学部長会議において、大学院は東京大学と京都大学のみ予算を要求し、他の大学において
は専攻科をまず設置し、適当な時期にこれを大学院に転換することが決まり、９月２６日の
薬学部教授会で報告がなされた。なお、同学部の１０月１日教授会の記録に、学部長会議に
おいて全学部に専攻科を設置し、申請書は全学部をまとめて１０月６日までに提出する旨の
報告がなされていることから、この頃には熊本大学全体として、全学部にまずは専攻科を
設置する方針であったことが窺える。
　こうした中、同月１４日の部局長会議において、大学院設置運動の活発化が薬学部長から
提唱された。会議では大学院設置委員会等についての意見交換が行われ、この時点では具
体的な結論は見出せなかったが、同月２３日の協議委員会においても「大学院問題について」
が取り上げられ、大学院問題を検討審議するため各学部において委員会を作り、その委員
会の中から代表者１名を出して横の連携を図るとの旨が了承された。
　その後１９５３（昭和２８）年４月１５日の薬学部教授会において、大学院について、学部とし
ては独自の活動をすることが決まるなど、同学部では独自の大学院設置運動が展開された。
　しかし、新制国立大学の大学院設置について制限的な政策がとられる中においての大学
院設置は容易でなく、まずは、専攻科の設置が目指されることとなった。１９５４（昭和２９）
年１月、薬学部と工学部における次年度からの専攻科設置が認可され、同年４月に両専攻
科が設置された。翌１９５５（昭和３０）年１月１３日の評議会において理学部専攻科設置申請が
承認され、同年７月１日に理学専攻科設置の認可が下った（設置は４月１日付）。更に、
１９５６（昭和３１）年１１月８日の第６６回評議会において「法文学部の専攻科設置申請を本省に
申請するの件」として、文部省から大蔵省に概算要求の資料として法文学部に専攻科を設
置する申請書類を出すようにとの通知があったことから急ぎ書類を整えて提出することと
なり、１９５８（昭和３３）年４月１日に本学の文系として初となる法文学専攻科が設置された。
残る教育学系の専攻科については１９５９（昭和３４）年頃から検討が始まった。同年７月２３日
の評議会において１９６０（昭和３５）年度概算要求が検討され、ここで教育学部の欄に「教育
学部専攻科設置」の要求が挙げられたのがその発端である。その後、１９６３（昭和３８）年１月
の評議会において教育専攻科の目的・修業年限・入学定員・入学資格・修了後の資格・教
育課程等が了承され、工学専攻科の鉱山金属工学専攻の分離改組とともに文部省に申請さ
れた。同年４月１日のこれらの専攻科・専攻の設置をもって本学の全学部に大学院あるい
は専攻科が設置されたこととなり、同日、熊本大学専攻科規則が制定された。
　大学院については、まず医学系大学院の設置がなされた。既に旧制熊本医科大学におい
ては医学博士の学位を取得することが可能であったが、戦後の熊本大学医学部にはその機
能は備わっていなかった。そのため、１９５４（昭和２９）年９月３０日の評議会において、新制
国立大学としての医学系大学院の申請について審議が行われ了承された。以後、大学院の
設置に向けた準備が進められ、翌１９５５（昭和３０）年２月の視察を経て同年７月１日に設置
認可を受けた。ただし、設置にあたっては同日付の文部事務次官通牒により以下のような
内容の「大学院設置認可の条件」が提示された１９。
　①耳鼻咽喉学相当の指導教授を速やかに補充すること。
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②新たに博士課程・研究科・専攻を増設し、又は既設の研究科・専攻等を変更しようと
する場合は、文部大臣に

（ママ）

協議すること。なお、大学院の設置につき、審査した事項に
ついては、必要に応じてその実施につき報告を求め、又は文部大臣において調査する
ことがある。

また、この「備考」として、以下の７点が示された。
①基礎部門を病院の建物地域に移す計画及び着手中の病院の整備計画をできるだけ速や

かに完成することが望ましい。
　②病院の諸施設の維持管理については、一層の注意が望ましい。
　③大学院委員会を置くこと。
　④博士の種類は追って定める。
　⑤空席の講座には、なるべく速やかに指導教授を補充すること。
　⑥指導教授を欠く講座は、これが補充されるまで学生募集を行わないこと。
　⑦履修方法等については追って通知する。
　こうしてこれらの条件を満たすべく学内整備が開始されるとともに、医学研究科の設置
に伴い関連規則についての検討が行われた。また、９月８日の評議会において学則改正の
際の大学院の取り扱いが問題となり、大学院の規則は別途設けることとの結論を得て、熊
本大学大学院委員会規則、熊本大学医学研究科委員会規則、熊本大学医学研究科教官資格
基準が７月１日付に遡って制定された。この後、１９５９（昭和３４）年１月１４日に熊本大学大
学院学則及び熊本大学学位規則が施行され、これに伴って熊本医科大学学位規程が廃止さ
れた。
　なお、医学研究科設置に向けた取り組みが行われていた最中の１９５５（昭和３０）年１月、
医学部は医学進学課程の設置認可も受けており、同年４月１日に同課程が設置された。
　その後、医学部以外にも本学への大学院設置が認められることとなり、１９６４（昭和３９）
年４月１日に大学院薬学研究科修士課程（薬剤学専攻・製薬学専攻の２専攻）が設置され、
薬学専攻科は廃止となった。翌１９６５（昭和４０）年４月１日には大学院工学研究科修士課程

（土木工学専攻・建築学専攻・資源開発工学専攻・金属工学専攻・機械工学専攻・生産機械工学
専攻・電気工学専攻・工業化学専攻の８専攻）が設置され、工学専攻科が廃止された。更に、
１９６６（昭和４１）年３月には理学専攻科が廃止され、４月から大学院理学研究科修士課程（数
学専攻・物理学専攻・化学専攻・地学専攻・生物学専攻の５専攻）が設置された。
（４）学長選考
　大学発足当初の学長は学内推薦に基づく文部省の指名によるものであったが、大学が発
足して４年が経過した１９５３（昭和２８）年５月末に鰐淵健之学長の任期が満了となることか
ら、初の公選による学長選挙が実施されることとなった。同年４月２３日に学長選考を行う
ための協議会が開かれ、５月１９日の学長推薦委員会において、鰐淵健之（学長）・佐々木宗
一（医学部長）・中村左衛門太郎（理学部教授）・原田敏明（法文学部長）・藤田穆（薬学部長）・
水野武夫（教育学部教授）・柳本武（工学部長）の７名が学長候補に決定し、同日告示された。
その後、辞退した佐々木医学部長を除く６名について、講師以上２７５名の有権者による無
記名投票により学長を選出することとなり、全国の総合大学で初めてとなる学内自治によ
る学長の改選が５月２５日に行われた。その結果、鰐淵学長が再選を果たし、以後４年間再
び学長の任にあたることとなった２０。
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　１９５７（昭和３２）年３月２２日の臨時評議会において、「学長改選について」が議題として取
り上げられた。鰐淵学長の任期終了が再度差し迫ってきたことから学長改選を行うことと
なり、改選の日程案が了承され、そのほかの選挙基準等に関する申し合わせがなされた。
４月１６日の学長候補者推薦委員会において各学部からの推薦候補者として、石坂正蔵（法
文学部長）・尾崎正道（医学部長）・藤田穆（薬学部長）・水野武夫（教育学部教授）・鰐淵健之（学
長）の５名が選ばれ、同日開催の評議会において承認された。１８日にこれらの候補者が公
示され、２５日に全学の講師以上２９５名の有権者による投票が行われた。この第２回公選に
おいても鰐淵学長が選ばれ、以後２年間引き続き学長を務めることとなった２１。
　１９５８（昭和３３）年に入ると、鰐淵学長の任期が翌年に迫ったことから、学長選考基準の
改正に向けて動き始めた。７月１０日の第８４回評議会において「学長選考基準の改正につい
て」が議題として上がり、選考基準の改正について組織委員会に付託されることとなっ
た。その後１０月２３日の第８６回評議会に組織委員会が検討を重ねてきた改正案が提出され、
評議会を協議会に切り替えて改正案の審議が開始された。この時点での改正の要点は、①
すべて協議会の決定により行う、②候補者に挙げられる条件を変更する、③従来どおり推
薦委員会と選挙管理委員会を設けるが推薦方法を改めるの３点とされた。続く１１月２７日の
評議会には、「学長選考基準案について（継続審議）」として、特に学長候補者に挙げられ
る条件について、「本学の学長及び専任教授」「学識がすぐれ教育行政に関し識見を有し、
大学教授の経験あるもの」との改正案が出され検討された。従来の規則では学長候補者は

「大学教授の経験ある者」「学識閲歴ある者」（１９５３年４月２６日制定規則）とされていたが、
同評議会では、広く人材を求める意味で必ずしも大学教授の経験を必要としないのではな
いかとの意見が出され、改正案について投票により決することとなった。その結果、最終
的に「本学の学長及び専任教授」「学識がすぐれ教育行政に関し識見を有するもの」に修
正されることとなった。学長選考基準案については次の第８８回評議会においても継続審議
がなされ、附属病院に所属する講師の扱いや学長候補者の数等について修正がなされ承認
された。更に、翌１９５９（昭和３４）年１月２９日の協議会で「学長選考基準施行細則案」の審議
がなされ承認された。
　１９５９（昭和３４）年２月２６日の協議会において次期学長選挙期日が４月１８日に定められ、
４月４日に公示、１１日に推薦委員会を開くことが決められた。４月３日付の熊本日日新聞
では、以下の評判が伝えられた。

現在下馬評にのぼっているのは法文学部から山之内一郎教授、教育学部水野武夫教授、医学部
久保久雄教授らで工学、理学、薬学部ではまだ手持ち候補が決まっていないもよう。このほか
他大学から輸入の話もあったがすでに時期的におそく管内から選ばれることは間違いない。２２

　こうして４月１１日に臨時協議会が開かれ、学長候補適任者として勝屋弘辰（医学部）・久
保久雄（医学部）・本田弘人（学外）・水野武夫（教育学部）・山之内一郎（法文学部）の５名が
選出された。しかし、同会では永松譲一協議員（法文学部長）から、この候補者選定は公明
を欠くものであるとの見解が示された。これは、学長選挙の一候補者である山之内法文学
部教授に対して、文部省が難色を示したのではないかと言われているというもので、法文
学部では１４日に教官会議を開き、①このまま見送ってはいけない、②学長に対し真相究明
を申し入れる、③真相が究明されるまで学長選挙の延期を申し入れる、④延期が認められ
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ないときは１８日の選挙には参加しない、⑤教官会は緊急教授会を開く、の５点が票決に
よって決まった。更に、１７日には法文学部の臨時教官会を開き、１５・１６日に学長や学部の
対策委員あるいは部局長懇談会において選挙延期の申し入れを行ったが理解を得られな
かったため、法文学部としては①山之内教授は学長候補適任者を辞退する、②選挙管理委
員会を引き上げる、③理・工学部長に対し質問状を出す、④法文学部としての声明書を出
すとの意思表示を行うことになった。教官会議記録に綴られた学長選挙への不参加声明文
は以下のとおりである。

　　　　声明
今回の学長選挙に際して、われわれは「公明」を欠き、大学の自主性をそこなうおそれある
言動があったとの前提のもとに、さきに学長に対し、事実を調査し、かつ調査が終るまで学
長選挙を延期するよう提案し、協議会開催を申し入れたが、遺憾ながら採択されるところと
はならなかった。
思うに、この問題の本質は、大学の自治を守るという点にあるのであって、特定候補の当落
にかかわることではない。
しかるに、われわれの要請は、その根拠が薄弱であるとの理由で取り上げられなかった。そ
れにもかかわらず、少なくともこれが事実無根であるとは、到底認めがたい。よってここに
われわれは、学長選挙に参加しないことを声明し、この問題の明確な解決を重ねて要望する
とともに、「大学の自治」についての強い関心を広く一般に喚起したい。
　　昭和三十四年四月十七日
　　　　　　　　　　熊本大学　法文学部

　この声明文が出された翌１８日にも、午前８時３０分から法文学部の臨時教官会が開かれ
た。前夜の協議会において、選挙の延期は困難であることから当初の予定どおり１８日に選
挙を行い、その後真相調査に乗り出すとされたこと等が報告され、理・工学部長への質問
状は１８日付で学部長名をもって出すことや学長就任交渉に際して法文学部の事情を伝える
ことなどが決められた。
　学長選挙は、４月１８日の午前１０時から予定どおりに実施された。前述の教官会議の決定
により法文学部の有権者が全員投票をボイコットする中、有権者総数２９６名中の２３２名（法
文学部４６名、教育学部５名、理学部６名、医学部３名、薬学部１名、工学部１名、体質医学研究
所２名の計６４名が棄権）の投票により、本田弘人日本学術会議事務総長が選出された。その
後の協議会において本田氏を学長候補者とすることに賛意が得られたため同氏を学長候補
者に決定、本人の承諾を得るために学長と学部長の代表が上京して懇請することになっ
た。鰐淵学長以下曽我孝之事務局長、世良完介医学部長、竹原東一教育学部長の４名が交
渉のため２４日に上京し、翌２５日には本田氏が学長就任を受諾した。
　こうして５月２５日、鰐淵学長が在任３期１０年に及ぶ学長職を退任し、翌２６日から本田弘
人が熊本大学学長に就任した。また、これをもって熊本大学を退職した鰐淵前学長に対
し、７月２３日の第９４回評議会において名誉教授の称号を授与することが満場一致で承認さ
れ、本学９番目の名誉教授となった２３。
　こうした新学長就任をめぐるひと騒動については、事実に反する噂が校内に流布して混
乱を招いた２４。例えば、写真１に見るように、法文学部及び教育学部学生自治会では、新
学長の就任をめぐり、校内に立て看板を出して学長就任の是非を問いかけた。また、特に



222 第１章　高度経済成長下の熊本大学

４月１４日の法文学部教官会議前
後を中心として地元新聞紙上を
大いに賑わせた。こうした熊本
大学の学長選考問題は、年度末
には熊本日日新聞の「ことしの
県内１０大ニュース」の第７番目
として取り上げられるほど地元
の人々の関心を呼ぶ出来事で
あった。
　法文学部の全員ボイコットと
いう事態の中で行われた学長選
挙であったが、法文学部は５月１３日の教官会議において「新学長が着任されてから学部長
が学長は適法に基づくものであることを認め、法文学部の態度を説明し、評議会の事を確
認して貰うと述べられた。」２５とする姿勢を示した。
　本田学長の就任をめぐって紛糾した学長選挙から４年が経過した１９６３（昭和３８）年、３
月１３日の協議会において学長選挙の日が４月１７日に決定し、４月９日の推薦委員会と４月
２日の公示期日の日程が定められた。４月９日の候補適任者推薦委員会と続く協議会にお
いて、本田学長・大原英一理学部長・忽那将愛医学部長・高野巽法文学部長の４名が学長
候補適任者に選出された。ただし、大原部長と忽那部長が辞退していたため実際は本田学
長と高野法文学部長の一騎打ちとなり、同月１７日の選挙の結果本田学長が再選された。学
長選考基準では学長在任は通算６年間と規定されているため、本田学長の任期は２年と定
められた。
　１９６４（昭和３９）年秋頃から、本田学長の任期満了後の学長選出に向けての動きが始まっ
た。１０月１３日の部局長会議において、前回選挙が行われた１９６３（昭和３８）年当時の学長選
挙推薦委員・管理委員等から学長選考基準についての意見を徴した結果、その取り扱いを
協議会に報告し諮ることとなり、学長選考基準の再検討が開始された。その結果、１９６５

（昭和４０）年２月２５日の第１５２回評議会において、熊本大学学長選考規則並びに同施行細則
の制定公布が承認された。これに基づき新学長候補者の推薦委員会が同年３月２６日に開か
れ、忽那将愛前医学部長・柳本武元工学部長・野口彰理学部長が選出された。２７日に野口
理学部長が辞退を申し出たため候補者は忽那・柳本両名に絞られ、４月１６日の選挙によっ
て柳本工学部教授が選出された。本田学長は５月２５日をもって退官し、翌２６日から柳本教
授が第３代学長に就任した。
（５）開学記念行事
　本学の開学記念式は、開学１周年を迎えた１９５０（昭和２５）年１１月１日を始まりとする。
大学の成長の足跡を顧みて何らかの形で記念したいとの思いから始められたものであり、
学校行事としては公開学術講演会が、学生行事としては弁論・音楽・演劇・映画・レコー
ドコンサート・美術展・学部対抗マッチが開かれた。また、職員行事としてのレクリエー
ションも行われた。その後も、毎年の開学記念講演会や薬学部による学内開放などが実施
されていた。
　開学５周年を迎える１９５４（昭和２９）年には、記念行事を大々的にやろうという動きが起

写真１　本田弘人氏への公開質問状（1959年４月23日）
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こった。同年９月１４日の部局長会議の記録に「期成会では例年と変わったことをやるよう
にとの申し出はあるので、何らかの形でやった方が良い。期成会の金でやるというのだが
高野君の意志でなく、県の意志を相当なとこから打診してやることである。福田さんは高
野君を通じて募金功労者を一度もよんでいないから市町村長を呼んではいかがと言ってい
る。これは第二次の募金もあることだから考えるべきである」２6との発言があることか
ら、熊本総合大学設置期成会の意向として、これまで本学の設置・充実に協力いただいた
市町村や個人を表彰し、今後の大学発展につなげるための会として計画されたことが窺え
る。その後も部局長会議や評議会において式典及び行事についての検討が行われ、記念式
典・祝賀会・学内開放・講演会・学生行事・学内植樹を行うことが決まった。このうち祝
賀会は期成会が、学生行事は学生が受け持つことになった。こうして記念式典・祝賀会・
講演会は１１月１日に、学内開放は１１月１日から２日にかけて、学生行事は１０月２４日から１２
月１２日までの期間で行われた。

　その後、大学としての開学記念行事はしばらく行われなかったが（ただし、学生による
行事としては美術展や音楽演劇講演会などが独自に行われていた）、開学１０周年を目前に控え
た１９５８（昭和３３）年には１０周年記念行事の検討が始まった。公式には同年７月１０日の第８４
回評議会において検討が開始されており、鰐淵健之学長が１０年の任期を終えることから、
学長の任期中に行いたいとの意向が示された。この段階では、１０年史の編纂、運動場の募
金、学友会の結成などが計画されていた。同月１５日の部局長会議では鰐淵学長の在任中が
望ましいこととして、従来とは異なる５月中の実施が目指された。各部局からは１０周年企
画の専門委員の推薦を受け、９月２５日の第８５回評議会において各部局１名ずつの推薦委員
の氏名が報告された。その後、１０周年記念準備委員において各種行事の検討が進められた
が、学内の気運を盛り上げるようにとの協力依頼が度々出され、各層から委員を招集して
実行委員会を作ることになるなど、学内の関心は思った以上に低かったようである。こう
して１９５９（昭和３４）年２月２６日の第９０回評議会において１０周年記念実行委員会の組織及び
名簿が決定したことが報告された。これによると、企画・実施に関する大枠の方針を決め
る「企画部」と行事・事業・募金に関する運営にあたる「実施部」とが設けられ、実施部
の中には行事部・事業部・募金部が設けられた。
　本学が開学してちょうど１０年を迎える１９５９（昭和３４）年５月３１日には、開学１０周年記念

写真２　熊本大学五周年開学記念祭プログ
ラム（1954年）

写真３　開学５周年記念式典の様子
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募金の趣意書が出された。この趣意書では「もとより国立大学の施設の事は国費によるの
を建て前といたしますが、それのみでは行き届かぬ所が多く、従来も熊本大学期成会その
他の援助を受けて参りました。この度計画いたしましたのは、一つは、松くい虫その他に
より失われた環境の美化であり、一つは、レクリエーションセンターの設置でありまし
て、いずれも必要を感じながら従来手の及ばなかつたものであります。教職員、学生、卒
業生参加いたしましてもなお、微力のため充分でなく、広く皆さまの御厚志に頼る次第で
ございます。何とぞ事情御諒察の上御賛助下さいますようお願い申し上げます」２７との募
金の趣旨が説明されている。ただし同年１０月の時点でも募金の状況がはかばかしくなかっ
たことが部局長会議記録より窺え、後の１９６０（昭和３５）年９月の第１０５回評議会において、
集まった金額の範囲内か又は集め得る範囲内で事業を行うことが確認されている。
　鰐淵学長の任期中である１９６０（昭和３５）年５月の開催を目指して準備が進められていた
開学１０周年記念式典は、結局、従来どおりの１１月に開催されることとなり、１１月２日に熊
本県立図書館で学術講演会が、５日に本学大講堂で１０周年記念式典が催された。学生行事
としては美術展や文芸誌発刊、映写会、各種スポーツ大会などさまざまなものが１０月下旬
から１１月下旬にかけて多彩に行われた。
　開学１０周年記念式典における本田弘人学長の式辞は以下のとおりである。

熊本大学は去る５月３１日をもつて創立満１０年を迎えました。本日その記念式典を挙げるにあ
たり、学外からもかねがね何かとお世話になつております多数の来賓各位の御参列をえまし
たことはまことに感謝にたえません。こゝに厚く御礼申上げます。
新しい学制によつて熊本大学が発足しました当時、その母胎となりましたものは、旧制の熊
本医科大学、第五高等学校、熊本工業専門学校、熊本薬学専門学校、熊本師範学校および熊
本青年師範学校であり、夫々由緒ある輝かしい伝統をもつものであります。
これらが一体となつて、現在の、医学部、法文学部、理学部、工学部、薬学部、教育学部の
六学部と、体質医学研究所、附属図書館、医学部附属病院、理学部附属臨海実験所をそな
え、教職員の総数約１，４００、学生生徒総数５，５００を擁する一大大学となるに至りました事は、
偏に鰐淵前学長はじめ学内外の関係各位の並々ならぬ御苦心御努力又御援助のたまものであ
り、私はこの機会に深く敬意を表する次第であります。
而し乍ら同時に忘れてならぬ事は、熊本大学の創立は、はじめから独自の創意と理念とによ
つて計画的にすゝめられたものでなく、戦後の教育再編により新制大学に、転換したもので
あるということであります。
したがつて整つた綜合大学としての形体内容を充実し、熊本大学の特色を発揮することは、
むしろ今後の課題であります。
思えば、明治の初期、郷土の大先覚井上毅先生が、九州の中央文教の地とよばれる熊本に一
大総合大学を建設しようとの意志は、今ようやく実現の緒についたと見るべきでありませ
う。その緒を築いた過去十年の歩みは必しも坦々たるものではありませんでした。本日この
式典をあげます所以のものも、顧みてその１０年間を反省し、覚悟を新にして今後の発展に資
せんがために外ならぬからであります。
願くば、学内の協力一致と、学外のあたたかい御支援とにより、わが熊本大学が整った綜合大学と
して大成し、古のアカデメイアを偲ばせる様な美しく又風格ある学園として、大学固有の使命遂行
とともに、熊本の地方文化にも貢献せんことを祈り、且つその努力を誓つて私の式辞といたします。
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　一方、地元新聞社である熊本日日新聞社は１１月１日、熊本大学開学１０周年記念祭の挙行
にあたり、『熊本大学　１０周年をむかえて』と題する小冊子を発行した。これは同年春１ヵ
月にわたり同紙で連載された熊本大学の特集記事をまとめたものである。その序文には、
熊本日日新聞社社長より「熊本日日新聞社としては、熊本大学と手を握って熊本の産業、
文化の向上に努力をつみ重ねたいと思っている。そのためには熊本大学を理解しなければ
ならない。否、地域社会と密着した大学の発展のためには県民が大学を認識し、愛するこ
とが何より大切だ。新聞社が県民生活と遊離した新聞作製はできないと同ように、大学も
また地域社会を無視して象牙の塔に籠るべきものではないと思う」との言葉が寄せられ
た。鰐淵学長から本田学長へのバトンタッチに加え開学１０周年という１つの区切りを迎え
た本学が、ここに新たな一歩を踏み出そうとしていたことが学長式辞及び小冊子序文から
も窺える。

　１０周年記念式典以後は大学全体としての記念行事は
特に実施されておらず、薬学部で学内開放が行われた
り、学生行事として開学記念美術展が開かれたりして
いた。そうした中、１９６１（昭和３６）年５月の部局長会
議において、各学部所蔵の古文書・貴重図書・資料等
を調査し、創立記念日に合わせて公開したいとの提案
があり、９月の同会議においても、開学記念日につい
て「大学全体として、年に一回回顧と反省の機会を設
け、なおその際教官のパーティーを開催したり、各学
部で貴重な文献、資料を学内・学外に公開することも
良いかと思う」との学長意見が述べられた。しかし各
学部からは、非常勤講師の集中講義がある、前期と比
べ後期の方が授業が詰まっていて従来より１週間繰り
上げている、開学記念日に教養は休んだが学部は休ま
なかった、記念日ははっきりけじめをつけてもらいた

いといった意見が出された。同月に開催された評議会においても同様の議題について議論
が交わされたが、学部長から積極的な意見が出なかったこともあり、同年中に正式な記念
行事は行わないものの、実質的に歴史の歩みを残し得るように努力しかつ反省していくこ
ととなった。その後、１９６２（昭和３７）年１月１２日の部局長会議において、６月初旬を目途
に各学部で保管している資料の展示会を開くことが了承され、同年６月１日から３日にか
けて附属図書館で実施された。
　また、１９６１（昭和３６）年９月２８日の評議会において、１１月１日の開学記念日を祝して学
生が学園祭を催していることから各学部にも配慮いただきたい旨の要望が学生部長から出
されており、大学側の行事とは別に学生独自の動きとして開学記念祭が催されていたこと
が窺える。一方、１９６４（昭和３９）年１１月２６日の第１４９回評議会において、学園祭の開催にあ
たり学生代表から案内状が届いたことに対しその主体性に疑問があるとの発言があり、こ
れを受けた学長は、「学生が配付したものを見ると学生だけで開学記念式典をやるように
書いてあったが、本来ならば学年の初めに綜合計画をたて大学と学生が、事前に連絡して
大学全体の行事の一環として学園祭をすべき」との見解を示している。このように、開学

写真４　『熊本大学　１０周年をむ
かえて』冊子
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記念祭のあり方が徐々に学生のみのイベントへと変質してきたことから、１９６５（昭和４０）
年５月１３日の部局長会議において開学記念行事の取り扱いが再度取り上げられた。同会議
では、学長から、従来学生のみで開学記念式典と称して各種の行事が行われているが、大
学として記念式典を挙行しオフィシャルなものとして各種行事を行うか、従来どおり放任
しておくかを早期に検討し、実施の可否を決定していただきたいとの発言があり、これに
ついては事務局と学生部で協議して案を作成し、部局長会議に諮ることとなった。その後
の経過については記録がないため定かでないが、大学としての開学記念式典等の行事が以
後催されていないことから、学生による開学記念祭の実施については自主的なものとして
黙認する方針をとったものと思われる。

２　一般教育のあり方の検討と教養部の創設
　戦後の学制改革により「一般教育」が新制大学の教育に導入された。多くの総合大学や
複合大学では、旧制高校を吸収した大学はその移行学部が、そうでない大学では師範学校
が学芸学部と改称されて、それぞれが教養課程を担当した２8。新制国立大学が発足する前
の１９４７（昭和２２）年、大学基準協会の「大学基準」に沿った一般教育のカリキュラムが作ら
れた。この最初の「大学基準」では、一般教育の大枠は人文科学・社会科学・自然科学の
３系列に分けられ、各系列３科目以上を採用し、文系学部は合計１５科目以上、理系学部は
１２科目以上を提供することとされた。
　本学においても、１９４９（昭和２４）年の開学と同時にまず一般教育（教養教育）が新制大学
生に施され、年次を経るに従い専門教育に移行する方式をとっていた。第１編でも触れた
ように、発足当初は旧制第五高等学校の教授陣が中心となり教養教育にあたった。１９５０

（昭和２５）年１月２５日には「教養部設置規約」が協議会において了承され、学内措置として
教養部が設置された。規約により、一般教養を管掌するために主事及び副主事が置かれ、
また、教養部は主事及び一般教養課程に関係する教官をもって組織すること、教養部に事
務員を置くこと、主事は一般教養委員会と連繋して一般教養課程を運営すること等が定め
られた。一般教養委員会とは、同時に制定された「一般教養委員会規程」に基づき学長の
下に置かれた委員会で、一般教養に関する①授業計画並びに学習指導に関すること、②入
学試験の学力考査に関すること、③試験及び課程修了に関すること、④その他一般教養に
関する重要事項を審議した。また、委員会の議長は教養部主事が務めることとされた。更
に「教養部事務分掌規程」も制定され、教養部の事務の範囲が定められた。初代主事とし
て高野巽法文学部教授が選ばれ、１９５０年３月１０日に任命された。
　１９５４（昭和２９）年１２月の臨時部局長会議において予算等が検討される中、一般教養の財源
の話から本学における教養の運営やあり方に対することに話が及び、高田運吉教養部主事
から「教養に事務長が居らんと事務長や課長のようなこともやらねばならぬ。運営の報告
の中に教養と言う言葉がなかった。この次の人のために一言言っておく。教養の運営につ
いて考えてもらいたい」との発言があった２９。当時の教養教育の事務は学生部の中に置か
れ、１９５３（昭和２８）年度の時点で事務主任が１名、事務職員が３名という構成であった３０。
この教養部主事の発言を受け、学長が組織委員会で考えてもらいたい旨の意見を述べ、教
養部のあり方を検討していくこととなった。その後、１９５５（昭和３０）年９月２０日の臨時部
局長会議において、教養の管理運営委員会を認めてもらいたいとの意見が出たことから、
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同月２７日に臨時の部局長会議が開かれ、高田教養部主事から一般教養に関係する全教官の
意味について説明がなされた。その後、出席者から、金沢大学では教養に事務長を置いて
いるが、本学では教務課長が副主事となって学生部に結びついている現状が指摘された。
高田主事からは、「仕事の面で学生部でやれない」（原文ママ）との、また教養と学生部が
異なった部面を担当しているとの指摘もなされ、教養部の体制について討論された。こう
して会議では教養部主事や教養部事務についてのいくつかの意見が出されたが結論には至
らず、次の機会に持ち越すこととなった。
　第１項にも見たとおり、①この頃熊本大学では教育学部、法文学部、理学部の学科統合
案についての審議が組織委員会でも続けられており、これらの学部は一般教育を中心に
担った学部であったこと、②同時期には教育学部の学生定員が変更されるとともに理工系
を中心とする学部の学生定員が増加したこと、などから、教養部関係学部の負担増加に対
する根本的対策を講じる必要が生じ、１９５７（昭和３２）年１２月１０日の組織委員会において、
これら２点について一括して審議していくことが決まった。その後、学科組織統合案につ
いては、第１項に述べたとおり１９５８（昭和３３）年１２月１１日に組織委員会から評議会に対し
て提出され了承された。同月１５日の組織委員会で一般教養部の学生増加に対する担当教官
の配置が検討され始め、その検討結果は、翌年１月２９日の第８９回評議会に答申として出さ
れている。この１９５８年度は、理学部で１０名、工学部で２５名、医学部で２０名の定員増となっ
たが、法文学部は１５名、教育学部は２５名の定員減であった。翌１９５９（昭和３４）年度には工
学部で更に４０名の定員増、その一方で教育学部では３０名の定員減が行われることとなって
おり、理工系重点政策に伴い、特に工学部の学生定員が大幅に増加している状況であっ
た。しかし、第８９回評議会に提出された組織委員会案にはこの工学部の増募分が含まれて
いなかったことから、工学部の波多野七郎評議員から大学全体として考えていくべきであ
るとの発言があった。これに対し、教養を負担している学部から各教官の負担が均等に
なっているかを検討して欲しい旨の発言があるなど、学部によって教養教育の負担に軽重
があることが潜在的な問題となっていたことが窺える。この評議会において議長から、教
養部のあり方は大学の中核をなすものであるが、教養が軽視されているようにも見えるた
め、そうならないように手立てを講じることも提案された。
　このように、教養部の教育あるいは運営の体制をめぐる議論が巻き起こり、まずは一般
教養部の独立が図られた。１９６０（昭和３５）年９月２０日の部局長会議及び２２日の第１０５回評議
会において、教養部長学内発令に関連して教養部を独立させることについて了承された。
両会議では、１９６０年度の大学要覧作成を契機として事務組織を作ることで、位置づけが曖
昧な教養部を法制化することとし、そのためにも既成事実を作って教養部の強化独立を
図っていくとの執行部の意向が示された。そこでまず、法規上は認められていないものの
教養部主事を教養部長に内部的に名称変更することになり、１０月１８日の部局長会議を経て
同月２７日の第１０６回評議会において関係規則を改正し、１０月１日に遡って教養部の長の名
称を主事から教養部長へと変更することとなった。また、翌１９６１（昭和３６）年３月１４日の
一般教養委員会において、以後の一般教育を円滑に運営していくために現行の各科目担当
の教官の中から１名ずつの科目代表を選び、その代表をもって一般教養科目代表会を構成
することとして、そのため科目群の分類とそれを主に担当する学部の案が作成され、同月
２３日の第１１０回評議会に提示された。
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　１９６１（昭和３６）年度に入ると、将来の教養部増強のために教養部教官定数をいかにするか
という議論が本格化していった。同年５月頃には、各部局から教員を数名ずつ出して分校
のような形で発足させ、１９６２（昭和３７）年度の概算要求に載せるという案が提示されてい
る。この検討の中で、教養部の教官定員を３０名強とする案が事務局から提示されたが３１、
これは各学部に痛みを伴うものであったため簡単には受け入れられず、１９６２年６月の同年
度予算配付の検討段階になっても教養部の教官定員が定まっていない状態であった。しか
しながら定員０では教養部を発足させることができないため、各学部が歩み寄り、一般教
養担当教官として文部省から配当された定員７名（教授４・助教授５、講師２減）及び一般
教養語学担当のため５学部から供出された５名（法文・教育・理・工は講師各１、薬は助教
授１）の計１２名でとりあえず教養の予算配付を割り当てることが了承された。また、光水
熱料などは、学部並みの取り扱いをして計算されることになった３２。
　一方この間の１９６２（昭和３７）年３月までに、教養部規則案、履修規則案、一般教養委員
会規則改正案等が作成・審議されたが、これについては「教養部関係三規則制定および改
正の理由書」に詳しいため、以下に抜粋する。

（１）教養部に関しては、昭和２５年１月２５日決定（昭和３５年１０月１日、主事を部長と改正）の
「教養部設置規約」「教養委員会規則」と「一般教育科目・外国語科目・保健体育科目履修
規則」があるのみで、他は慣習によつて行われた。したがつて、実施上の疑義があるのみ
ならず、１０年以上を経過した今日においては、必らずしも適当でない箇所が見受けられ
た。とりわけ中央教育審議会あるいは国立大学協会などにおいて「教養部」の充実が望ま
れていることにかんがみ教養部の運営の規程を考えた次第である。

（２）しかるに本学において学則の改正が企画され、その第３条に「教養部」の項があったが
削除されることになつたので、規則作成中にまたこれに応じて教養部の諸事項を改変せざ
るを得なくなつた。

（３）教養部の独立ということは、官制によつて「教養部」が認められるまでは、便宜的措置
として「分校」の組織をつくり上げるほかはない。

　本学においてはまだ「分校組織」に手をつけていないが、「独立」の実態をつくりあげるこ
とが、それにいたる段階として必要であることを認め、三規則ともかかる意図のもとに作
られた。

（４）これら規則立法の主眼とするところはそれぞれによつて多少異なるが共通するものは次
の３点である。

　　（A）教養部の主体性を重んじた。
　　（B）担当すべき学生数を決定した。
　　（C）担当すべき教官を定めた。３３

　こうした改正理由に基づき、学長の委嘱を受けた教養委員会において規則の作成が進め
られた。委員会は１９６１（昭和３６）年１１月２８日から翌年２月６日まで計６回にわたって開か
れ、その間各学部に案を回送して各学部の意見を徴するとともに、事務局文書係・学事係・
学生部学生課の見解をも合わせて３月１３日に調整、同月２０日の部局長会議と２２日の第１２１
回評議会を経て、４月１日付で施行されることが決まった。
　１９６２（昭和３７）年度には教養部の設置に向けた動きが一層加速し、６月に開催された部
局長会議では、翌年度概算要求に教養部教官定数を含めたものを作成した。８月の部局長
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会議において、一般教養についての文部省の考えが従来と変わってきたことが事務局長か
ら報告されると、１０月２３日の部局長会議において教養部制度化のための委員会設置を望む
声が上がり、一般教養委員会において教養部の中身についての検討が開始された。そこで
問題となったのは、教養部の教員定数と教養を推進する何らかの形の委員会又は機関の設
置、そして予算のあり方であった。
　教養部設置に係る組織等整備の問題は翌年度にも引き継がれた。まず１９６３（昭和３８）年
４月、教養部長選考規則案が第１３３回評議会において承認され、５月１日付の施行が決ま
ると、教養部長の選任が開始された。教養委員会の議に基づいて酒井三郎法文学部教授が
推薦され、６月６日の協議会において承認された。９月の熊本日日新聞紙上に文部省がま
とめた１９６４（昭和３９）年度の国立大学の学部・学科の新増設、改組、名称変更等の計画が
発表され、本学への教養部設置の決定が報じられると、組織作りがいよいよ本格化した。
１０月１５日の部局長会議において、各学部長・教養部長を交えた話し合いにおいて「一般教
育運営協議会」を設置することが決まったとの学長報告がなされた。その後、文部省の省
議を経て本学への教養部設置が正式に認められたことから、１１月１４日に開かれた第１３９回
評議会において一般教育運営協議会の設置についての案が了承され、同日施行されること
となった。更に１２月１２日の第１４０回評議会では、同協議会について次のような説明がなさ
れ、その方針が示されたことが以下のように記録されている。

B．一般教育運営協議会申合事項について
酒井教養部長から提案説明があり、原則事項朗読の後審議に移り、議長から、教養部は大学
全体の問題で、本学に於てもこれにふさわしい体制を整えねばならぬ。教養部と学部の教官
の格差について文部省井内大学課長は格差的考えは全くない（大学院の講義をするとき手続
きが必要であることはある）と言明していた旨説明があり、学生経費のこと、研究活動が阻
害されないか、人事交流のこと、等について質疑応答があって、原則事項について承認され
た。３４

　このように、教養部設置が決まった後も、従前から問題になっていた組織作りについて
なお、その設計が問題となっていたことが窺える。こうした混乱は教養部設置直前まで続
いた。このことは、１９６４（昭和３９）年２月２７日の第１４２回評議会での教養部独立により予算・
定員等の増加はどうなるのかという齋藤林次評議員の質問に対し、議長から「教養課程が
現在エアポケットになっているので、責任体制を作る上制度化するもので、現在やってい
るのを制度化し、責任の所在を明確にし、前進させたことで、それには教養課程を学部や
学生部と有機的な協調のもとに充実を計らねばならないもので、そのためすぐ予算や人員
を増加することはない。これは今後の問題である」、「一般教育特別委員会の委員長をして
いるが、各大学によって教養部のあり方がまちまちで、それを具体化するのが仕事で教養
課程の責任体制を推進している。本省ではベビーブームの波及を国立大学協会と緊密な連
絡のもとに対策を講じている」、「本学に於ても長期的な計画をたてゝもらい一般教育の充
実が一番で主力を注ぐべきだ」３５との見解が示されたことを見ても、教養部の設置が間近
に迫る中で評議員間あるいは全国の国立大学間でも官制教養部がいかなるものかというこ
とが確定しておらず、各大学に委ねられていた状況が窺える。こうした中、３月２６日に臨
時部局長会議及び第１４３回評議会が開かれ、教養部設置に伴う諸規則の制定改廃について
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の検討がなされた。ここで「教養部規則」「教養部教授会規則」「教養部長選考規則」「教
養部教官選考規則」「教養部事務分掌規則」「外国人留学生に対する授業科目等の特例に関
する規則」の新規制定と従前の「教養部規則」「教養委員会規則」「教養部長選考規則」「一
般教育科目・外国語科目・保健体育科目履修規則」「教養部事務組織規則」の廃止、また、
これに関連するものとして「熊本大学学則」ほか１４の規則・基準の改正が承認され、１９６４

（昭和３９）年４月１日をもって教養部が設置されることとなった。なお、新たに教養部長適
任者が選考されるまでは酒井教養部長が引き続き教養部長事務取扱として運営にあたるこ
とになった。その後、教養部長選挙細則などの教養部長選考に関する規定が整えられ、１１
月１日付で広本文四郎教授が教養部長に任命された。

　第２節　水俣病研究の本格化と進展

　水俣病が、新日本窒素肥料株式会社（１９６５年にチッソ株式会社と社名変更。以下「チッソ」
とする）水俣工場の廃液中に含まれる有機水銀によって引き起こされた稀代の公害病であ
ることは今日では周知の事実である。しかし、水俣病発生当初は、その原因は全く五里霧
中で、伝染病の可能性も疑われる「奇病」として恐れられていた。行政や産業界を巻き込
んだ大きな混乱の中で、さまざまな背景を持った研究者たちから十分な根拠もなくさまざ
まな原因物質が提唱された。そのような状況下において学問の府としての独立性を維持
し、早くから科学的な証拠を積み重ね、いち早く有機水銀中毒説に辿り着いたのは熊本大
学医学部水俣病研究班であって、その功績は高く評価されるべきである。

１　水俣病の公式発見と医学部における研究班設置
（１）水俣病の公式発見
　水俣病発見の契機は、原因不明の脳症状を呈する５歳５ヵ月の女児が１９５６（昭和３１）年
４月２１日にチッソ水俣工場附属病院小児科を受診したことに始まる。症状は、箸が上手に
使えず草履や靴が脱げやすくなったといい、歩行障害、言語障害、嚥下障害等を訴えた。
しかし、発熱はなく炎症症状もなかったという。数日後には２歳１１ヵ月の妹も同様の症状
で入院した。母親の話では、同様の患者が近所にもいるという。同院の野田兼

かね

喜
き

小児科部
長から報告を受けた細川一

はじめ

院長は事態の重大性に気づき、野田医師とともに同年５月１日
に水俣保健所に届け出た。この日が後に「水俣病の公式発見」の日とされている３6、３７。そ
の後、野田医師らによって実態調査が行われ、水俣湾岸の湯堂・出月・月浦地区に３０名以
上の類似症状を呈する患者が存在し、その発症は１９５３（昭和２８）年１２月にまで遡ることが
明らかにされた３6、３8。
（２）医学部研究班の設置と重金属への注目
　１９５６（昭和３１）年６月、細川院長は熊本大学医学部附属病院を訪ね、病院長であった勝
木司馬之助第一内科教授に「水俣地区の奇病」についての報告と相談を行った。これを受
けて、勝木教授は長野祐憲小児科教授とともに８月１３日に水俣市を訪ね患者の診察を行っ
た。また、これに先立つ７月２６日には、水俣保健所から報告を受け事態を重視した県から
本学医学部に対し原因究明の要請がなされたため、８月２４日に微生物・病理・内科・小児
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科の各教授が現地を視察し、それとともに患者らを医学部附属病院に入院させることに
なった。更に、同日、医学部長を班長に「熊本大学医学部水俣奇病研究班」（以下「医学部
研究班」又は「研究班」とする）が結成された。メンバーは、班長の尾崎正道医学部長（薬理
学第一教授）以下、勝木司馬之助（内科学第一教授）、長野祐憲（小児科学教授）、武内忠男（病
理学第二教授）、六反田藤吉（微生物学教授）、喜田村正次（公衆衛生学教授）、入鹿山且郎（衛
生学教授）であった。こうして同研究班を主体として、水俣地区の「奇病」についての現
地調査、学用患者としての医学部附属病院への患者の入院収容、現地の飲料水・海水・土
壌・魚介類の採取と分析が開始された３９～４１。
　一方、現地に設置された水俣市奇病対策委員会による疫学調査によって、発生時期や地
域的な広がりの概要が明らかにされ、１９５６（昭和３１）年末の時点で確認された患者数は５４
名に上り、そのうち１７名が既に死亡していたことが明らかとなった４２。
　その当時、水俣病の原因について、マスコミでは井戸水説・細菌説・寄生虫説・アレル
ギー説・中毒説等が乱れ飛んでいる状況であったが、医学部研究班では、疫学調査や水俣
地域の海水・泥土・飲料水・魚介類等を収集してそれらの分析調査を行い、班員たちがそ
れぞれの専門的立場から原因究明に力を注いでいた。臨床的には、患者に炎症所見がみら
れず、細菌学的及びウィルス学的検索もすべて陰性だったことから、伝染性疾患の可能性
はほとんど消えた。また、患者発生に前後して、死魚が浮き上がったり、魚を食べた飼い
猫が流涎、失調性歩行、逆立ち、痙攣発作を起こして狂死する現象が見られ、患者と同様
の症状を示していたことや、患者の大多数が魚介類を多量摂取する漁民であったことから
も、魚介類を介した何らかの中毒の可能性が高いと考えられた。研究班は更に動物実験や
病理解剖の結果を積み重ね、１９５６（昭和３１）年１１月３日の第１回報告会翌日の４日に「本
疾病は伝染性疾患でなく、ある種の重金属中毒が疑われるが、その中毒は水俣湾産魚介類
の摂取によっておこるものである」と発表した４３。その後、研究班は「ある種の重金属」の
特定を目指し、中でもタリウム、マンガン、セレンの３種類に焦点を絞って、各研究室が競
い合うように研究が進められていった。
（３）魚介類を介した中毒性疾患
　翌１９５７（昭和３２）年１月２５・２６日には、国立公衆衛生院・熊本大学医学部研究班・熊本
県衛生部・水俣保健所・水俣市・チッソ水俣工場附属病院などで組織された厚生省厚生科
学研究班の第１回研究報告会が国立公衆衛生院で開かれ、魚介類を介した中毒が最も可能
性が高いとされた。同年３月３０日、厚生科学研究班は報告書「熊本県水俣地方に発生した
奇病について」を厚生省に提出したが、その中には「現在最も疑われているものは、疫学
的調査成績で明らかにされた水俣湾港において漁獲された魚介類の摂取による中毒であ
る。魚介類を汚染していると思われる中毒性物質が何であるかは、なお明らかではない
が、これはおそらくある種の化学物質ないし金属類であろうと推測される」と記載されて
いる４２。更に今後の調査研究方針として、疫学的・病理学的・毒物学的究明が最も重要で
あるとし、「チッソ水俣工場の十分な実態調査を行い、工場廃水及び廃鉱等の成分、それ
による港湾の汚染状況をも明らかにすることにより、本病発生の原因を明らかにしたい」
とした４２。これを受けた県は、同年７月に食品衛生法に基づいて水俣湾の漁獲を禁止する
方針を決定し、厚生省に同法適用の可否を照会している。しかし、厚生省から届いた回答
は「水俣湾特定地域の魚介類を摂食することは、原因不明の中枢性神経疾患を発生させる
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おそれがあるので、今後とも水俣湾の魚介類が摂取されないように指導すること。然し、
水俣湾内特定地域の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな根拠が認められない
ので、当該特定地域にて漁獲された魚介類のすべてに対し食品衛生法第４条第２号を適用
することはできないものと考える」というものであった４４。結局、同法適用は見送られ、
漁獲禁止は県の行政指導にとどまったことから、患者数は拡大していった４５。更に１９５８

（昭和３３）年９月にチッソ水俣工場がアセトアルデヒド製造工程の排水路を、水俣湾につな
がる百間排水路から水俣川河口に付け替えたことから、それまで被害が出ていなかった不
知火海側の津奈木町、芦北町並びに鹿児島県出水市にまで患者が発生するようになってし
まった。

２　有機水銀中毒説への道のり
（１）混迷を極めた原因物質究明
　魚介類の汚染源としてチッソ水俣工場の廃水が疑われたが、チッソ工場側の協力が得ら
れず工場に立ち入って試料を採取することができなかったため、本学の研究者たちは海水
や魚介類とともにヘドロの分析を精力的に行った。当初リストに挙がった重金属化合物は
６４種にも上ったが、アルキル水銀のような有機金属は、生体内に直接侵入した場合に毒性
を発揮するのであって、一旦魚介類に摂取されればタンパク質と結合した毒性の低い無機
金属になってしまうであろうという想定や、高価な水銀を工場廃液中に多量に排出するこ
とはないだろうという先入観もあって、水銀は検索対象から外されていった４6。
　この間、魚を猫に与えて、いわゆるネコ水俣病を再現する動物実験が各所で行われてい
た。学内で行われていた実験では、現地の漁業組合から（恐らく選別されて）送られてきた
魚を投与することが多かったが、なかなか典型的な症状が得られなかった。そこで、武内
第二病理学教授は同教室の研究生でもあった伊藤蓮雄水俣保健所長にネコ実験を依頼し
た。伊藤所長は保健所内に７匹の猫を飼い、１９５７（昭和３２）年３月から水俣湾で独自に採っ
た魚介類を与えると、５匹が発症し、短いものでは１週間、長いものでも４０日程度で自然
発症と同様のネコ水俣病を発症させることに成功した。伊藤所長は、猫の運動障害を８ミ
リ映画に記録するとともに、第二病理学教室と共同で病理解剖や組織学的検索を行い、水
俣産の魚介類が水俣病の原因であることを実証した４７。
　ネコ実験によって水俣病が汚染された魚介類を摂取することで発症することが証明され
たが、原因物質はなお不明のままであった。１９５７（昭和３２）年１０月、厚生科学研究班は、
それまでの研究で絞り込んできた原因物質として「セレン・マンガン・タリウムに注目し
ている」と日本衛生学会総会で報告した４8。医学部研究班は、チッソ工場内の残滓や排水
口の泥土からこれら３種の重金属が高濃度に検出されたことから、翌１９５８（昭和３３）年２
月には、今後の課題はチッソから排出された３物質の中間経路の解明と実験的再現である
とした。同年７月７日、厚生省は、厚生科学研究班の報告に基づき、水俣病の研究成果と
対策について関係省庁及び県市町村に通知した４8が、これに対しチッソは、セレン・マン
ガン・タリウムは排水中で有害な基準を下回っているので問題がないと反論した。
（２）有機水銀中毒説とハンター・ラッセル症候群
　水俣病の原因物質は重金属の可能性が高いということで、医学部研究班の各研究室では
セレン説、マンガン説あるいはタリウム説などに基づいて大規模な動物実験が続けられた
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が、一定した結論は得られず、当初の想定とは裏腹に、ほぼ２年の歳月が空しく過ぎていっ
た。注目されていたセレン・マンガン・タリウムの３物質は神経毒性を持っているものの、
単独では水俣病特有の症状を実験的に再現することはできず、原因物質の特定は困難を極
めていた。このような状況下において医学部研究班が「有機水銀中毒症」に辿り着いた要因
は、イギリスで発生した有機水銀中毒症に関するハンター（Ｈｕｎｔｅｒ）、ラッセル（Ｒｕｓｓｅｌｌ）ら
の報告４９、５０ を知り得たことによる。これらの報告には、１９３７（昭和１２）年に同国の種子消毒
剤製造工場において４名の作業員に起ったメチル水銀中毒症に関する臨床所見４９と、発病１５
年後に死亡した１例についての病理解剖所見５０が記載されており、これらが水俣病と酷似し
ていることがわかったのである。
　武内第二病理学教授は、１９５８（昭和３３）年に発行された“Ｈａｎｄｂｕｃｈ　 ｄｅｒ Ｓｐｅｚｉｅｌｌｅｎ Ｐａｔｈ　ｏｌｏｇｉｓｃｈ　ｅｎ-
Aｎａｔｏｍｉｅ ｕｎｄ Ｈｉｓｔｏｌｏｇｉｅ”（Ｆ．　 Ｈｅｎｋｅ ＆　 Ｏ．　 Ｌｕｂａｒｓｃｈ　編）第１３巻の水銀中毒の項にハンター、ラッセル
によるメチル水銀中毒症患者の脳の病理所見５０が記載されていることを知った。第二病理学教室
のグループは１９５６（昭和３１）年から１９５８（昭和３３）年にかけて次々と亡くなった亜急性経過例、慢性
発症重症例の剖検例の解析から小脳顆粒細胞層、後頭葉鳥距野、中心後回、横側頭回などに神
経細胞の変性脱落が顕著であることを確認しており、これらの所見がハンターとラッセルが記
載したメチル水銀中毒症剖検例の病理所見５０と酷似することを見出し、水俣病が有機水銀
中毒症であることを確信するに至った。他方、徳臣晴比古第一内科学助教授は、１９５７（昭
和３２）年４月に入手したＶｏｎ Ｏｅｔｔｉｎｇｅｎ著の“Ｐｏｉｓｏｎｉｎｇ”（１９５４年発行）に、求心性視野狭窄と
運動失調をきたす毒物として有機水銀の記載があり、ハンター、ボムフォード（Bｏｍfｏｒｄ）、
ラッセルの論文４９が引用されていることに気づいたが、その他の症状として全身倦怠感、
頭痛、めまい、筋肉痛、嚥下障害などの水俣病に余り見られない症状の記載があったため

「水俣病とは少し違う」との印象を受け、更に高価な水銀が大量に廃棄されるはずがない
と考えられたこともあり、有機水銀説には至っていなかった。しかし、その後も徳臣助教
授を中心とする第一内科のグループは現地調査を繰り返し、患者の症候を１６ミリフィルム
で撮影し、患者の言語をテープに録音するなど１例１例の丹念な臨床症候の分析・検討を
重ねた結果、その中核症候の特徴（小脳性運動失調・求心性視野狭窄・末梢感覚障害・構音障害・
難聴）から、水俣病がハンターらによって報告され４９、後に「ハンター・ラッセル症候群」
と呼ばれる有機水銀中毒症に合致することを明らかにした。更に患者の尿中に多量の水銀
が排泄されていることを証明し５１、第二病理グループとほぼ同時期に、水俣病の原因物質
が有機水銀であることを確信するに至った４０。
　１９５９（昭和３４）年７月１４日に開催された医学部研究班会議において、武内教授、徳臣助
教授らが病理と臨床の立場から有機水銀説を報告し、喜田村公衆衛生学教授も、水俣湾底
土の水銀汚染が百間排水口泥土の２，０００ｐｐｍ（湿重量）以上を最高に排水口から遠ざかるに
従って低下するデータを示して、水銀はチッソから排出されたものであると報告した。こ
うして医学部研究班は「水俣病は現地の魚介類を摂食することによって惹起せられる神経
系疾患であり、魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目されるに至った」
と結論づけ、同月２２日に「水俣病の原因物質は水銀化合物、特に有機水銀であろうと考え
るに至った」との研究班の確認事項を正式発表した。しかしこの時点では、どのような水
銀化合物であるのかは今後の検討事項とされた５２。一方、これまでの研究班の報告を一貫
して否定してきたチッソ側は、今回も、チッソは無機水銀しか使っておらず、「無機水銀
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が生体内で有機水銀に変化するというのは、何も客観的には実証されない単なる推測でし
かない」と反論した４５。
（３）有機水銀説と非有機水銀説の対立とその決着
　１９５８（昭和３３）年８月７日、厚生省は研究の集約と行政対策のため、厚生省を中心に通
商産業省・農林省・文部省・運輸省などの関係各省からなる水俣病対策連絡協議会を設置
し、翌１９５９（昭和３４）年１月１６日には、厚生省食品衛生調査会の中に水俣病食中毒特別部
会を設置した。同年１１月１１日の各省連絡会議において通商産業省は、アミン説を主張する
清浦雷作東京工業大学教授（化学）の報告書を配り、本学の有機水銀説に対して反論を加
えた。更に、食品衛生調査会は翌１２日に水俣病の「主因をなすものはある種の有機水銀」
と答申し、発生源には触れず、今後の原因究明は厚生省だけでは困難との理由で窓口を経
済企画庁に移し、水俣病食中毒特別部会を突然解散した。他方、日本化学工業協会は、東
京大学を中心とする学会の権威を中心として１９６０（昭和３５）年に田宮猛雄日本医学会会長
を委員長に「水俣病懇談会」（いわゆる田宮委員会）を設け、水俣病の原因についてはさま
ざまな説があり、いまだ確定していないとの主張を行った５３。こうした中、当初から有機
水銀説を否定していたチッソは、化学の業界・学界の協力を背景に大々的な反論を展開し
ていくことになった。そこでの１つの説は、日本化学工業会の大島竹治理事が主張した爆
薬説であった。水俣病の原因は旧日本海軍が終戦時に水俣湾に捨てた爆薬であるという説
であったが、チッソが実際に海底調査まで行ったが何も発見されなかった４５。また、２つ
目の説は、先の清浦東京工業大学教授が主張したアミン説（魚介類のタンパク質が腐敗して
できるアミンが原因物質であるという説）であった５４。有機水銀説を否定するこれらの諸説
がマスコミを通して全国規模で華々しく報道されたのに対して、本学研究班はあくまでも
学問的立場から、研究会や学会での発表や学術論文という手段を用いて反論を加えていっ
たが、大企業であるチッソの社会的発言力は、通商産業省や学会の権威をも背景として、
熊本大学側を大きく上回っていたのである。加えて、チッソを中心とする化学工業の大企
業陣営には、本学を「ローカル大学」と見て軽視する風潮が強かったが、このことは逆に、
研究班の特に若手メンバーの奮起を促した５４。
　一方、我が国の多発性硬化症の調査のため１９５５（昭和３０）年頃からしばしば熊本を訪れ
ていた米国ＮＩＨ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｓ ｏf Ｈｅａｌｔｈ　）の疫学部長カーランド（Ｋｕｒｌａｎｄ）博士は、
水俣病にも関心を抱き、来日の度に徳臣助教授への助言を惜しまなかった５４。カーランド
博士らは１９５８（昭和３３）年９月に水俣を訪れて患者を診察するとともに、分析のために持
ち帰った水俣湾の魚介類や泥土・海水などの試料から大量の水銀を検出し、１９５９（昭和３４）
年に発表された医学部研究班の有機水銀説を強く支持した。海外の権威ある研究者からの
支持は、当時さまざまな反論にさらされていた医学部研究班を励ますことになった。その
後ＮＩＨは、研究資金の面でも本学医学部の研究を支えることとなった４５。更にカーランド
博士の招待によって、１９６１（昭和３６）年９月にローマで開催された第７回国際神経病学会
に医学部研究班の内田槙男（生化学）・武内・徳臣・喜田村（当時は神戸医科大学に移籍）が
参加し、研究班を代表して徳臣助教授が発表した研究成果が大きな反響を呼んで、有機水
銀説が国際的にも認められる契機となった５４。また、同年１１月の日本生化学会では、研究
班の内田教授が、水俣湾内で採取されたヒバリガイモドキから有機水銀化合物（メチル硫
化メチル水銀）の結晶の抽出成功を報告した４５。更に、それまで試料を調製する段階で有機
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水銀を逃してしまっていたことに気づいた入鹿山教授らは、以前にチッソ工場から入手し
ていた未処理の水銀滓の再分析によって塩化メチル水銀の抽出に成功し、１９６２（昭和３７）
年８月に「水俣酢酸工場水銀滓中の有機水銀」と題する論文５５を発表した。これが、チッ
ソの工場廃水が原因であることの動かざる証拠となった。
　これらの研究成果は、１９６６（昭和４１）年３月刊行の『水俣病―有機水銀中毒に関する研
究―』（熊本大学医学部水俣病研究班）として集大成され（写真５）５6、１９６８（昭和４３）年には
英語版が刊行された。ついに１９６８（昭和４３）年９月２６日、厚生省は、水俣病はチッソから排
出されたメチル水銀化合物が原因であると断定し、公害病と認定した５７。水俣病の原因究明
に関する医学部研究班の業績は内外の高い評価を受け、１９６６（昭和４１）年度の朝日賞（文化賞。
１９７６年から朝日賞と改称）（写真６）、１９６８（昭和４３）年の西日本文化賞、１９７０（昭和４５）年の保健

写真５　『水俣病−有機水銀中毒に関する研究−』
（1966年３月31日発行）本学医学部水俣病研究班による論文集で、水俣
病の有機水銀中毒説の集大成。水俣病医学研究のバイブル的存在で、表
紙が赤いことから関係者の間では「赤本」と呼ばれた。

写真６　本学医学部水俣病研究班に贈られた朝日賞の賞状

文化賞（厚生省）、１９７７（昭和
５２）年のフランス生命科学研
究所賞などの各賞を受賞した。

３　胎児性水俣病
（１）胎児性水俣病の発見
　水俣病の患者多発地域で
は、昭和３０年代前半から脳性
麻痺に似た症状を示す子ども
が多いことがわかっており、
水俣病との関係が疑われてい
た。１９５９（昭和３４）年３月、公
衆衛生学の喜田村教授らは、

「水俣湾の周辺地域において、
昭和３０年以降出生した乳児の
中に脳性麻痺様の病状を示す
異常児が比較的多数いる」と
して９名の患者を報告した
が、これが胎児性水俣病に関
する最初の報告となった５8。
その後の各種の調査により同
様の脳性麻痺様症状を示す乳
幼児は１７名に及んだ。これら
一群の患者は、水俣病多発地
域に在住し、臨床症状が水俣
病に類似しているが典型的で
はなく、魚介類の摂取とは無
関係に乳児期に発症している
ことから、特異な疾患として
注目されていた。しかも、患
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児の母親の多くは水俣病症状を呈さず、それまで有機水銀が胎盤を通過するという確固た
る証拠がなく、脳性小児麻痺との決定的鑑別診断が困難であるため、そのまま看過されて
いた５９。
　１９６１（昭和３６）年３月、そのうちの１人の女児が死亡し、武内教授らが剖検した結果、
小児水俣病に類似した病理所見が確認され、８月に水俣病と認定された。同年、徳臣助教
授や岡嶋透講師（第一内科学）らも７例を精査して「これらの症状より想定される脳障害部
位は極めて広範囲であり、大脳皮質、基底核、脳幹、小脳と中枢神経系のほとんどの部分
に及んでいる。この所見は水俣病小児患者剖検に認められた病変部位とよく類似してい
る」とした。更に母親が健康な点に関しても「母親自体には臨床症状を呈する程に至らな
かった有機水銀も、発育過程の胎児の中枢神経系には強い障害を与えて発育を停止せしめ
るとか破壊するなどの障害を与えたであろうことは想像に難くない所である」と述べてい
る５8。
（２）胎児性水俣病患者の認定
　同じく１９６１（昭和３６）年には神経精神医学教室（立津政順教授）も調査に参加し、当時大
学院生であった原田正純医師は、全１７症例の患児について詳細な症例報告を行い、臨床症
状をまとめた。そして、知能障害、原始反射、小脳症状、身体発育障害、栄養障害、無
動・多動、斜視、発作性症状、病的反射などが共通して見られ、多彩に見える症例は軽重
の差であって基本的には同一疾患であると結論づけた。更に、一定の地区で発生率が異常
に高いこと、発生場所と時期が水俣病と一致すること、母親が妊娠中に魚介類を多食して
いること、母親には感覚障害など軽い症状ではあるが神経症状が見られること、家族に水
俣病の患者がいる場合が多いことなどから、胎盤経由の水俣病と診断した6０。原田医師が
調査中に母親から聞いた「同じ魚を食べた夫と長男は水俣病になった。私も食べたが、こ
の子がおなかの中にいて、私の水銀を吸い取ってくれた」という言葉は、このことを端的
に裏付けている6１。
　翌１９６２（昭和３７）年９月には６歳３ヵ月の女児が死亡し、武内教授らによって剖検に附
された。２例の剖検例では大脳皮質に神経細胞の減数消失があり、特に鳥距野、前後中心
回等に変化が強く、小児水俣病に類似した所見が得られた。また、母親の毛髪水銀は異常
に高値で、亡くなった２人の女児の生存中の毛髪水銀値も高値であったことが示された。更
に、前年の１９６１（昭和３６）年には、同じ病理学教室の森川信博講師による妊娠ネコへの有機水
銀投与によって、その仔ネコに失調と水俣病様の病変が生じることが確認されており6２、こ
れらの事実から、武内教授は、本症が胎児期に胎盤を経由した有機水銀によって引き起こ
された胎児性水俣病であると結論した５９。このような臨床並びに病理学的検討結果から、
前年に認定された１人に加えて、この時点で診断保留になっていた１６名の患児全員が、同
年１１月開催の水俣病患者診査会において胎児性水俣病と認定された。その後も原田医師ら
の調査によって、更に多くの胎児性水俣病患者が確認された５8。

４　高度経済成長期を背景とした医学部附属中毒研究施設設置
（１）新潟水俣病の発生
　１９６８（昭和４３）年９月２６日の厚生省による水俣病の有機水銀説の確定と公害病としての
認定５７により、水俣病問題は一段落した感があったが、新潟では、１９６５（昭和４０）年６月に
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新潟大学医学部により、いわゆる「新潟水俣病」発見が発表されていた。阿賀野川流域に
ある昭和電工株式会社鹿瀬工場でのアセトアルデヒド製造工程で発生する廃水が原因で、
有機水銀中毒患者が発生したのである。これには本学からの資料提供もあり、新潟大学医
学部のスタッフによって極めてスピーディーな原因究明がなされた。その当時は「熊本が
あって新潟の研究が進み、新潟があって水俣は再検討をされ、研究が進む」という関係で
あった6３。新潟水俣病患者たちは１９６７（昭和４２）年６月に、四大公害訴訟（水俣病・新潟水俣
病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）の先陣を切って会社を相手取った訴訟を起こした。
新潟での提訴に刺激を受けて、水俣病裁判第１次訴訟が始まるのは１９６９（昭和４４）年６月
のことであった6４。
（２）医学部附属中毒研究施設の設置
　昭和３０年代から４０年代にかけての高度経済成長期には、水俣病をはじめとして各地にさ
まざまな公害病が発生しており、その治療対策や原因究明にあたる研究拠点の設立機運が
全国的に高まっていた。１９６３（昭和３８）年１１月９日に発生した福岡県大牟田市の三井三池炭
鉱・三川坑での炭塵爆発事故も、公害や労働災害の研究拠点の必要性を後押しした。三川
坑炭塵爆発事故では４５８名もの犠牲者を出したが、その主な死因は一酸化炭素中毒であっ
た。救出された者の多くにも一酸化炭素中毒の症状が見られ、後遺症が残った。本学医学
部にも対策本部が急遽立ち上げられ、生存者の一部が医学部附属病院に収容された6５。
　このような状況下で、水俣病研究によって中毒学研究の蓄積があり、十分な研究体制が
整備されている本学医学部が、中毒症状の研究拠点設置に名乗りをあげた。文部省との折
衝は１９６４（昭和３９）年からの２年間に及び、１９６６（昭和４１）年４月、我が国初の中毒専門の
研究センターとして中毒研究施設が設置された。発足当初は生化学部門のみであったが、
１９７０（昭和４５）年に病態生理学部門、１９７４（昭和４９）年には神経中毒学部門が設置された。
中でも生化学部門と神経中毒学部門のスタッフは、文部省有機水銀中毒研究班や環境庁水
俣病研究員として活躍し、多くの研究を発表するなど所期の目的を果たした。しかし、
１９７４年に国立公害研究所（現国立環境研究所）、１９７８（昭和５３）年に国立水俣病研究センター

（現国立水俣病総合研究センター）のいずれも大規模な研究施設が設置されると、学部附属
である中毒研究施設の存在意義が低下することとなった。折しも、体質医学研究所・免疫
医学研究施設・中毒研究施設の学内の３研究組織の再編時期にさしかかったこともあり、
１９８２（昭和５７）年３月、中毒研究施設は改組により廃止され、免疫医学研究施設として統
合再編された6５。

５　「第三水俣病」報道の余波
（１）第二次水俣病研究班の発足と「第三水俣病」報道
　１９７１（昭和４６）年までに、武内忠男教授は水俣在住の未認定患者の剖検によって脳に水
俣病の病変があることを確認し、一方、原田正純講師（当時）は胎児性水俣病患者や認定
患者の家族に非定型的なさまざまな神経症状を持った患者がいることを見出しており、有
機水銀汚染の全貌を明らかにすることが必要であるとの認識のもと同年３月に「１０年後の
水俣病研究班」（班長・武内忠男）が発足した５8。この研究班（以下「第二次研究班」とする）
は熊本県の委託研究要請に応える形で組織されたもので、調査対象として第１に水銀の濃
厚汚染地域として水俣市湯道・出月・月浦地区、第２にその対岸地域として天草郡御所浦
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町（当時）、第３にそれらとの対照地域として八代海に面していない天草郡有明町（当時）
を選んだ。ところが、対照地域として選んだ有明町で水俣病と同じ症状を持つ患者が見つ
かり、第二次研究班は、「有明地区の患者を有機水銀中毒症とみうるとすれば、過去の発
症と見るとしても、これは第二の新潟水俣病に次いで、第三の水俣病ということになり、
その意義は重大であるので、今後、この間題は解決されねばならない」と報告した66。報
告書では今後の調査の必要性が強調されていたが、対照地域とされた有明町において水俣
病特有の症状があったとされた者が８名、その疑いとされた者が２名見つかった事実の衝
撃は大きかった。１９７３（昭和４８）年５月２２日付『朝日新聞』がスクープとして取り上げ、１
面トップ記事で「有明海に『第三水俣病』」「天草・有明町で八人の患者　熊本大研究班が
最終報告　汚染源は沿岸工場」という大見出しで報道し、これを受けた『熊本日日新聞』『毎
日新聞』『読売新聞』等もセンセーショナルに報道したために、世論は大きく反応した。
魚が売れなくなった漁民の抗議行動が繰り返され、日本列島は「水銀パニック」とでも呼
ぶべき状況に陥った66。結局、有明町の水俣病類似の症状を示す対象者については班員以
外の神経専門医によって再診察がなされたが、水俣病に典型的な症状は見られず水俣病で
はないと判定され、この結果をもとに環境庁水銀汚染調査検討委員会健康調査分科会にお
いて、これらの対象者は水俣病ではないと結論づけられた５４。
（２）埋もれてしまった第二次水俣病研究班の研究成果
　第二次研究班は「有機水銀汚染の全貌を明らかにすること」を目的として発足し、水俣
湾ではその後も水銀による汚染が進んでいたことや症状が慢性に進行している患者がいる
こと（いわゆる「慢性型水俣病」の指摘）、従来認定患者のいなかった水俣対岸の御所浦島に
も水俣病の存在が認められることを明らかにするなどの成果をあげた。しかし、残念なこ
とに「第三水俣病」騒動の陰で、こうした成果はほとんど顧みられることがなかった５8。

６　人文・社会科学分野からの水俣病問題への取り組み
（１）人文社会科学分野からの取り組みに至る背景
　前項までに見たように、１９５６（昭和３１）年５月１日に水俣病の存在が公式に確認され、
行政から依頼を受けた本学医学部の研究者たちが水俣病の研究に着手した。そして１９５９

（昭和３４）年、医学研究班はそれまでの懸命な努力による研究の成果を踏まえ、水俣病があ
る種の有機水銀中毒であると公表した。なおも引き継がれた努力と業績が推進力となり
１９６６（昭和４１）年には中毒研究施設が設置され、学内における水俣病の医学研究拠点となっ
た。その後、同施設は１９８２（昭和５７）年度から新設される免疫医学研究施設に統合改組さ
れ、同年３月末をもって１６年間に及ぶ水俣病研究への医学部としての組織的な取り組みは
終了した。他方、本学における人文・社会科学分野での取り組みが開始されたのは、医学
分野での取り組みが始められてから１０年以上後のことであった。
　中毒研究施設設置の前年にあたる１９６５（昭和４０）年、新たに新潟水俣病（第二水俣病）が
確認された。新潟水俣病の原因者について公式見解を発表せざるを得ない状況となった政
府は、１９６８（昭和４３）年に至り、新潟水俣病の原因者の発表と併せ、水俣病の原因はチッ
ソ水俣工場の製造過程で副産されたメチル水銀化合物であるとの見解を出した。このこと
はマスコミにも大きく取り上げられ、広く日本社会の注目を集めることになった。
　本県では、１９６７（昭和４２）年の新潟水俣病患者の提訴に刺激を受け、孤立しがちであっ
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た患者を支援する市民団体も結成され、１９６９（昭和４４）年６月、その後の一連の水俣病裁
判のうち患者側の提訴に基づく第１次訴訟が始まった。しかし、水俣病事件は「特異」か
つ未曾有の惨事であり、依頼を受けた患者側の弁護団がこの種の事件への取り組みに不慣
れなこともあって、弁護団による今後の取り組みを不安視した「水俣病対策市民会議」（患
者を地元で支える組織。以下「市民会議」とする）が場合によっては訴訟の「支援部隊」とし
て前面に出ざるを得ないような状況があった。
（２）水俣病研究会の立ち上げとその活動
　この市民会議には専門家がメンバーとして参加しておらず、訴訟をより確実に支援する
ための方策について熊本の「水俣病を告発する会」への相談の結果、各方面の専門家をメ
ンバーに加えた学問的な立場からの支援グループとして、「水俣病研究会」が１９６９（昭和
４４）年９月に立ち上げられた。この研究会の課題は、専門的な見地からの法理論の構築、
裁判の最大の争点である過失論、つまりチッソの予見可能性を明らかにすることであり、
そのために進行中の裁判を原告側から支援するための裏付け資料の収集と分析を行うこと
であった。
　水俣病研究会の事務局は、本学文学部の丸山定巳研究室に置かれた。研究会には、法
学・社会学・医学・理学など諸分野の研究者たちに加えてチッソの安定賃金闘争を闘った
チッソ労組（組合長・岡本達明）の積極的な参加もあり、事務局を拠点に学際的かつ実践的
な関心からの資料収集とその分析、シンポジウムや講演会の企画が行われ、実施に移され
た。また、研究会員による国際会議での報告なども行われた。
　この水俣病研究会に結成当初から本学の教員として参加したのは、後に法理論面で論陣
を張ることになる富樫貞夫（法学部）、企業責任論と企業城下町論を展開した丸山定巳（文
学部）、胎児性水俣病の発掘で知られる原田正純（医学部）、疫学的調査に貢献した二塚信

（医学部）らであった。更に学外からも、報道関係者やジャーナリスト、石牟礼道子氏のよ
うな作家など多彩な人材が参加した。
　折しも１９６９（昭和４４）年という年は、前年に勃発した大学紛争がその年秋には本学に波
及してきた年である。そして全国的に広がった大学紛争が１９７０（昭和４５）年頃から収束に
向かう過程で、本学においてはその行動の軸足を大学紛争から「水俣病患者支援」に移し
ていった学生たちの一群がいた。
　この時点では、チッソ水俣工場から出された廃液中の有機水銀が水俣病の原因物質であ
ることは既に明らかとなっていたため、特に加害企業チッソの過失（注意義務を怠ったこ
と）の有無の検証と安全確保のための注意義務それ自体の範囲の確定の問題に取り組むこ
とが研究会にとって大きな課題であった。このように純学問的な研究にとどまらず実践的
な課題を負った研究が懸命に進められ、その成果として、１９７０（昭和４５）年８月に水俣病
研究会編『水俣病にたいする企業の責任―チッソの不法行為』が刊行された6７。
　その後１９７０年代、特にその後半に入ると、企業の責任とともに監督者としての国・県な
ど行政の責任も厳しく問われるようになり、水俣病研究会員である原田や富樫らが国や県
などの不十分な対応を繰り返し批判した68。
　しかしながら、水俣病事件は容易に終息を見なかった。事件の解決が長引くにつれ、未
整理の資料と記憶に頼るだけでは事件の全体像を把握することが次第に困難になってく
る。そのため関心を抱くあるいは関与する誰もが事件の全体像を容易に把握できるような
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資料集の出版が研究会によって企画された。その成果は１９９６（平成８）年に水俣病研究会
編『水俣病事件資料集１９２６－１９６８』（葦書房、全２巻、総ページ数１，８５０ページ）として刊行さ
れ、同年の毎日出版文化賞を受賞した。研究会ではこの続編の出版を目標に、その後も継
続的に資料を収集整理している。
　この間、水俣病の認定基準が常に争点の中心であり続けた。１９９８（平成１０）年には、研
究会員ではないが浴野成生（医学部）らによる疫学調査に基づき、水俣病がそれに特有の
感覚障害（２点識別法による診断）だけで証明できるとされた。感覚障害のみで水俣病が診
断可能という点については医学研究者間で異論が唱えられたが6９、この研究成果の発表
が、同年の水俣病関西訴訟において患者側を勝訴に導く原動力となり、また、従来の基準
では棄却されてきた原告たちの感覚障害が、２００４（平成１６）年の最高裁判決において有機
水銀中毒症（水俣病）であると認められる成果に結びついた７０。
（３）水俣病研究会と生命倫理研究会との連携
　同じ頃、水俣病研究会と熊本大学生命倫理研究会（代表・高橋隆雄、生命倫理学）とが研
究面で連携する動きが出てきた。生命倫理研究会は、「倫理」とは銘打つものの、その実
は学内の研究者を中心に、倫理学はもちろん哲学・社会学・文化人類学・法学・医学（基礎・
臨床）・看護学など多様な分野にまたがる会員で組織された学際的な研究会である。１９９８

（平成１０）年４月２５日、同研究会主催による「水俣病問題―過去・現在・未来―」をテーマ
とした第１回のシンポジウムが黒髪地区の文法棟大教室で開催された。
　シンポジウムは第１部と第２部で構成され、第１部での報告者と報告テーマは、富樫貞
夫「水俣病をめぐる状況」、甲斐文朗「アルキル水銀の物性と水銀分析法の変遷」、原田正
純「水俣病医学の軌跡」、丸山定巳「地域の問題としての水俣病」であった。第２部では設
定されたテーマごとに１名ないし３名の報告者が報告するという形式がとられ、「水銀汚
染について」を富樫・甲斐・浴野の３名が、「医学研究の経過と問題点」を原田と浴野の２
名が、「政治解決と地域の再生」を丸山が、「世界の環境問題と水俣病の教訓」を富樫がそ
れぞれ報告した。反省も含みつつ最新研究の成果を基に水俣病を総合的に捉え直し、ま
た、水俣病が残した教訓について一般の参加者と認識を共有する機会ともなるシンポジウ
ムとなった７１。
　同年１１月には第２回水俣病シンポジウムが「外から見た水俣病の医学―現状と評価―」
をテーマに開催され、水俣病患者の川本輝夫氏ほか大学の構成員でない人々がパネラーと
して招かれた。このシンポジウムでは、水俣病患者の補償問題と医学の役割を中心に活発
な議論が展開された。
　１９９９（平成１１）年１月、水俣病研究会は学術雑誌『水俣病研究』（葦書房）を創刊した。投
稿者は学内外の多様な分野にまたがる研究者たちである。
（４）学術資料調査研究推進室の開室から水俣病関連資料のデータベース化まで
　同じく１９９９（平成１１）年１０月、熊本大学附属図書館内に平山忠一附属図書館長を室長と
する「学術資料調査研究推進室」が開室され、学術資料調査研究のテーマ（柱）の１つと
して「水俣病関係資料」が設定された。開室の目的は「熊本大学ならではの特色あるコレ
クションや学術研究の成果を体系的に収集整理し、今後の研究に役立てるとともに、広く
学外にも発信していく」こととされ、開室式において江口吾朗学長より各室員に委嘱状が
手渡された。発足当初の「水俣病関係資料」グループの室員は丸山、浴野、有馬澄雄（『水
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俣病研究』編集者）の３名であった。
　２００１（平成１３）年１０月６日、学術資料調査研究推進室の企画事業として「水俣病とメチ
ル水銀」に関する講演会が浴野医学部教授（推進室員）及び二宮正助手を講演者として工学
部２２３講義室で開催され、一般市民や学生など約８０名の参加があった。また、これと併せ
て１０月２１日までの１６日間にわたり附属図書館内で展示会を開催し、実物の水銀や脳の模
型、推進室で収集した文書資料、過去の新聞記事をデジタル化したデータベースなどが展
示された。この展示会には他県からの来場者も含めて３１３名に上る多数の参加があり、ま
た、「第６回地球環境汚染物質としての水銀に関する国際会議」の開催（水俣市）と時期を
合わせたこととも関係して、マスコミ関係者が大いに注目する企画となった。
　水俣病問題への新たな関心の広がりとして、人間の「生存圏」としての環境や景観、市
民・住民なら誰しもそれぞれに持つある種の「世界観」、生きることの意味などを問いか
ける総合人間学的なアプローチの展開がある。そのようなアプローチの試みの１つとして
２００４（平成１６）年３月、本学文学部の研究者やその卒業生の研究者を中心に丸山定巳・田
口宏昭（推進室員）・田中雄次・慶田勝彦（推進室員）編著『水俣の経験と記憶―問いかける
水俣病―』（熊本出版文化会館）が、翌２００５（平成１７）年３月には丸山定巳・田口宏昭・田中
雄次編著『水俣からの想像力―問いつづける水俣病―』（熊本出版文化会館）が刊行された。
いずれも学内の出版助成金を受けて刊行されたものであるが、「人間が生きる」というこ
とが何であるかという問いを基点に、社会学・文化人類学・文学等の多様な視点から水俣
病問題にアプローチした著作である７２。
　２００６（平成１８）年には、既に１９９９（平成１１）年に開室された学術資料調査研究推進室の事
業の一環として電子化を進めていた水俣病関連資料のデータベースを一部公開した。

７　その後の熊本大学と水俣病研究が残したもの
（１）その後の熊本大学における水俣病への取り組み
　中毒研究施設の廃止後も、医学部では各研究室単位で水俣病研究が連綿と続けられてお
り、CＴ・ＭＲＩなどによる画像解析での水俣病脳病変の解析や動物実験による有機水銀中
毒発症機序の解明等について、国立水俣病総合研究センターとの共同研究が展開されてい
る。また、種々の神経学的手法による運動障害や感覚障害の検出に関する研究が実施さ
れ、なぜ特異的に小脳顆粒細胞が脱落するかについても、ＮＯ合成酵素活性との関連で新
たな事実が明らかにされつつある４０。一方、行政による各種認定事業に際しても、研究室
単位で教室員を水俣地区へ派遣し、申請者の診療にあたっている。一方、人文社会学系で
も、これまでの取り組みの成果を基盤として、水俣病研究会や熊本大学生命倫理研究会に
おける活動を主体として、水俣病問題の検証が行われている。
（２）水俣病研究から熊本大学が学ぶべきこと
　「公害の原点」とされる水俣病は、私たちに学問研究を進めていく上での根本的な問題
をいくつも投げかけている。『医学部百年史』において内野誠（前神経内科教授、熊本大学名
誉教授）が述べているように４０、公害病の原点でもある水俣病に関する話題は常にマスコ
ミの標的となり、現在では、学問的真実よりも政治的・社会的側面が大きく取り上げられ
ることが多くなっているが、本学の研究者たちが積み重ねてきた厖大な業績はいささかも
色あせることなく、水俣病の病態解明に立ち向かった医学研究の進め方は、未知の疾病に
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１２　『昭和二十七年八月　協議委員会記録　熊本大学』（熊本大学蔵）
１３　「第８８回評議会経過報告」（１９５８年１２月１１日開催）
１４　『熊本大学三十年史』（熊本大学、１９８０年）
１５　「第７３回評議会経過報告」（１９５７年６月２７日開催）
１６　熊本大学教育学部　熊本大学教育学部同窓会『創立百周年記念誌』（１９７４年）
１７　前掲『学制百二十年史』
１８　「教授会記録　昭和２６・２７・２８・２９・３０年」（熊本大学薬学部）。なお同月１６日の教官会

議では「各大学に少くとも一コースの大学院の設置を希望する。大学院設置には予算も
伴ふものなるも、先づ経費の増額はせず設置してもらう。設置確定後経費の増額を要求
する。」とやや詳しい状況説明がなされた。

１９　１９５５年７月２８日開催評議会懇談会資料より
２０　「熊本日日新聞」１９５３年４月２５日、同年５月１５日、同年５月２６日
２１　「臨時評議会記録」（１９５７年３月２２日開催）、「熊本日日新聞」１９５７年４月１７日、同年４月

対する今後の指針を示すものとして、永々と後世に語り伝えられるべきものである。一
方、同書で原田正純が述べているように５７、本学の研究陣は水俣病の原因究明という行政
的命題は解決したが、水銀汚染の広がりと経過、住民はもちろん生態系への影響のすべて
を明らかにするといった水銀汚染に関する広範な科学的命題は残されたままになった。こ
の教訓こそ本学にとって将来に活かすべき重要な課題であり、このような「科学的命題」
を解決するためには、生命科学や自然科学のみならず人文・社会科学も含めた学問分野の
英知を結集することが必須であろう。熊本大学が、全学としてこうした課題に取り組む余
地はなお広大にあり、多方面からの期待も大きいことを確認して、本稿を閉じることとし
たい。
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１９日、同年４月２６日。なお、学長の任期は４年であるが、この選挙では鰐淵学長が再選
した場合のみ２年とされた。

２２　「熊本日日新聞」１９５９年４月３日
２３　鰐淵健之学長と同時に高森良人元法文学部教授にも授与されているため、順番は『名誉

教授近況録』に従い高森教授を８番目、鰐淵学長を９番目とした。
２４　こうした状況に対し、教職員組合や学生自治会が不当な選挙であるとのビラの配布と抗

議集会を行っている。また、教員側の状況が学生側にもれたことから、法文学部教官会
議では会議における発言の取り扱いが問題となり「会議に於ける発言内容が不用意に洩
らされていることについては、これがためにビラの一部となったと思う。それが事実と
すれば、認めざるを得ないが、発言が危険であり、会議は各自の自由な発言により成立
すると思うが、筒抜けになったり、歪められた形で述べられたかと思われる点があるの
で検討して欲しい。又法文の主張するところは公明選挙にあり、特定候補のことではな
かったと思う。」（「教官会議議事録」１９５９年４月２２日、法文学部）と、選挙に関する流
言飛語の真相を明らかにし、学生自治会が配付するビラの全面撤回を求めていくことに
なった。学生自治会側は、２５日に学長選挙が不当であるとの抗議集会を開いたが、大学
側としては会合を開くためにいくつかの条件を付して対応した。

２５　「教官会議議事録」（１９５９年５月１５日開催、法文学部）
２６　「部局長会議」（１９５４年９月１４日開催）
２７　「趣意書」（熊本大学期成会資料A- ３-１０「開学十周年祝賀式典」）
２９　黒羽亮一『新版　戦後大学政策の展開』（玉川大学出版部、２００１年）
２９　同会議記録より。なお高田運吉教育学部教授は同年１０月１４日で２年間の教養部主事の任

期が切れ、１０月１５日から落合和男理学部教授が主事に就任した。
３０　『熊本大学職員録（昭和２８年１０月３１日現在）』（熊本大学、１９５３年）による。なお、この２

年前の１９５１年度は、事務主任が１名、雇１名であり（『熊本大学職員名簿　昭和二十六
年七月一日現在』）、１９５３年に比べると担当職員が一層少なかったことが窺える。

３１　昭和３７年２月１６日開催の部局長会議では３１名、同年６月５日開催の部局長会議では３３名
と試算されている。

３２　１９６２年６月５日開催「部局長会議議事要録」及び１９６２年６月７日開催「第１２３回評議会経
過報告」による。

３３　「第１２１回評議会経過報告」
３４　「第１４０回評議会経過報告」
３５　「第１４２回評議会経過報告」
３６　野田兼喜「水俣病（１）四十年前の水俣病」『熊本大学医学部百年史　時代史編』（熊本大

学医学部百年史編纂委員会編、熊杏会（熊本大学医学部同窓会）、１９９８年）３０６ページ
３７　原田正純「水俣病研究の歩みと今日の課題」『水俣病―２０年の研究と今日の課題』（有馬

澄雄編、青林舎、１９７９年）３ページ
３８　野村茂「第６章　水俣病の疫学」『水俣病―有機水銀中毒に関する研究―』（忽那将愛編、

熊本大学医学部水俣病研究班、１９６６年）１０ページ
３９　岡嶋透「水俣病とつき合って五十有余年」『熊杏』第５８号（熊杏編集委員会編、熊杏会（熊

本大学医学部同窓会）、２０１３年）１８０ページ
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４０　内野誠「水俣病（２）水俣病について」『熊本大学医学部百年史　時代史編』（熊本大学医
学部百年史編纂委員会編、熊杏会（熊本大学医学部同窓会）、１９９８年）３１０ページ

４１　「水俣病の研究　第４章　医学部」『熊本大学３０年史』（熊本大学３０年史編纂委員会編、
熊本大学、１９８０年）６８１ページ

４２　厚生省厚生科学研究班「熊本県水俣地方に発生した一中枢神経系疾患に関する調査研究」
『水俣病事件資料集　上巻』（水俣病研究会編、葦書房、１９９６年）８２７ページ

４３　熊本大学医学部研究班「水俣地方に発生せる原因不明の中枢神経系疾患に関する中間報
告」『水俣病事件資料集　上巻』（水俣病研究会編、葦書房、１９９６年）７９９ページ

４４　厚生省公衆衛生局長「水俣地方に発生した原因不明の中枢神経系疾患にともなう行政措
置について」『水俣病事件資料集　上巻』（水俣病研究会編、葦書房、１９９６年）６７０ページ

４５　水俣病に関する社会科学的研究会編『水俣病の悲劇を繰り返さないために―水俣病の経
験から学ぶもの―』（中央法規出版、２０００年）

４６　喜田村正次「第７章　水俣湾周辺のヒト、動物、魚介および海底泥土中の水銀の証明」
『水俣病―有機水銀中毒に関する研究―』（忽那将愛編、熊本大学医学部水俣病研究班、
１９６６年）３３１ページ

４７　武内忠男「６章　水俣湾産魚介類による実験的水俣病　第１節　魚介類投与による水俣
病の発症実験」『水俣病―有機水銀中毒に関する研究―』（忽那将愛編、熊本大学医学部
水俣病研究班、１９６６年）３０３ページ

４８　厚生省「熊本県水俣市に発生したいわゆる水俣病の研究成果およびその対策について」
『水俣病事件資料集　上巻』（水俣病研究会編、葦書房、１９９６年）６７５ページ

４９　Ｈｕｎｔｅｒ D， Bｏｍfｏｒｄ ＲＲ， Ｒｕｓｓｅｌｌ DＳ “Ｐｏｉｓｏｎｉｎｇ ｂy ｍｅｔｈ　yｌ ｍｅｒｃｕｒy ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ．”
Qｕａｒｔ J Ｍｅｄ， ９:１９３-２１３，１９４０（邦訳：永木譲治 他「メチル水銀化合物による中毒」『神
経内科』２２巻（１９８５年　４８４～４９５ページ）

５０　Ｈｕｎｔｅｒ D， Ｒｕｓｓｅｌｌ DＳ “Ｆｏｃａｌ ｃｅｒｅｂｒａｌ ａｎｄ ｃｅｒｅｂｅｌｌａｒ ａｔｒｏｐｈ　y ｉｎ ａ ｈ　ｕｍａｎ ｓｕｂjｅｃｔ ｄｕｅ 
ｔｏ ｏｒｇａｎｉｃ ｍｅｒｃｕｒy ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ．”J Ｎｅｕｒｏｌ Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇ Ｐｓyｃｈ　ｉａｔ １７:２３５-２４１，１９５４

５１　三隅博「水俣地方に発生した原因不明の中枢神経疾患の病因に関する研究　第２報　尿
中水銀量」『日本内科学会雑誌』４９巻（１９６０年）１０３９～１０４９ページ

５２　熊本大学医学部研究班「主として病理学的にみた水俣病の原因についての観察」『水俣病
事件資料集　上巻』（水俣病研究会編、葦書房、１９９６年）８０９ページ

５３　「俺は犯人じゃない？＝水俣病をめぐる諸問題＝対立する学説・いつ出る結論」『水』１５
号（工業用水クラブ編、月刊『水』発行所、１９６０年）１０～１３ページ

５４　徳臣晴比古『水俣病日記―水俣病の謎解きに携わった研究者の記録から―』（熊本日日新
聞情報文化センター、１９９９年）

５５　入鹿山且朗 他「水俣酢酸工場水銀滓中の有機水銀」『日新医学』５０巻（１９６２年）４９１ページ
５６　忽那将愛編『水俣病―有機水銀中毒に関する研究―』（熊本大学医学部水俣病研究班、非

売品、１９６６年）
５７　厚生省公衆衛生局長「水俣病に関する見解と今後の措置」『水俣病事件資料集　下巻』（水

俣病研究会編、葦書房、１９９６年）１４１２ページ
５８　原田正純「水俣病（３）原因究明以後」『熊本大学医学部百年史　時代史編』（熊本大学医

学部百年史編纂委員会編、熊杏会（熊本大学医学部同窓会）、１９９８年）３１７ページ
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５９　武内忠男「水俣病の病理学的追及の歩み　胎児性水俣病の同定」『水俣病―２０年の研究と
今日の課題』（有馬澄雄編、青林舎、１９７９年）４３ページ

６０　原田正純「先天性（胎児性）水俣病―胎生期におこった有機水銀中毒―」『水俣病―２０年
の研究と今日の課題』（有馬澄雄編、青林舎、１９７９年）３４５ページ

６１　「胎児性水俣病　覆された医学の“常識”」『熊本学園大　水俣病ブックレット６　水俣病
小史』（高峰武編、熊本日日新聞社、２００８年）２８ページ

６２　Ｍｏｒｉｋａwａ Ｎ “Ｐａｔｈ　ｏｌｏｇｉｃａｌ ｓｔｕｄｉｅｓ ｏｎ ｏｒｇａｎｉｃ ｍｅｒｃｕｒy ｐｏｉｓｏｎｉｎｇ．” Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｍｅｄｉｃａｌ 
Jｏｕｒｎａｌ １４:７１-９３， １９６１

６３　原田正純『水俣病』（岩波書店（岩波新書）、１９８９年）
６４　「１次訴訟提訴」『熊本学園大　水俣病ブックレット６　水俣病小史』（高峰武編、熊本

日日新聞社、２００８年）３９ページ
６５　神原武「中毒研究施設」『熊本大学医学部百年史　通史編』（熊本大学医学部百年史編纂

委員会編、熊杏会（熊本大学医学部同窓会）、１９９８年）２８３ページ
６６　「第三水俣病（１）～（５）」『熊本学園大　水俣病ブックレット６　水俣病小史』（高峰武

編、熊本日日新聞社、２００８年）５２ページ
６７　「「過失」とは何か」『水俣病にたいする企業の責任―チッソの不法行為』（水俣病研究会

編、非売品、水俣病を告発する会、１９７０年）
６８　阿部泰隆「行政法理論からみた水俣病最高裁判決の評価」『水俣病研究　４』（水俣病研

究会編、絃書房、２００６年）５～２２ページ
６９　衞藤光明・岡嶋透「水俣病の感覚障害に関する研究―剖検例から見た感覚障害の考察―」

『熊本医学会雑誌』６８巻（１９９４年）５９～７１ページ
７０　浴野成生「メチル水銀中毒症に関する意見書」『水俣病研究』２（水俣病研究会編、葦書

房、２０００年、５９～７４ページ。この意見書は水俣病関西訴訟控訴審に提出された。
７１　熊本大学生命倫理研究会水俣病グループ『水俣病問題―過去・現在・未来―』（非売品、

１９９９年）７５ページ。本資料は１９９８年に開催された２回のシンポジウムの記録である。
７２　併せて以下の文献も記す。入口紀男（推進室員）『メチル水銀を水俣湾に流す』（日本評

論社、２００８年）１８２ページ。内容は「チッソの過失」論に深く絡む。
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